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税務訴訟資料 第２６３号－８６（順号１２２１０） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 源泉所得納税告知処分取消等請求事件 

国側当事者・国（渋谷税務署長） 

平成２５年４月２６日棄却・控訴 

判 決 

原告   株式会社Ｄ 

  （旧商号・株式会社Ｅ） 

同代表者代表取締役  Ｆ 

同訴訟代理人弁護士  鳥飼 重和 

 松本 賢人 

 木山 泰嗣 

 竹内 亮 

同補佐人税理士    佐野 幸雄 

 原木 規江 

被告   国 

同代表者法務大臣   谷垣 禎一 

処分行政庁   渋谷税務署長 

三次 直哉 

被告指定代理人    右田 直也 

 髙橋 直樹 

 鈴木 吉憲 

 奥田 芳彦 

 村上 広行 

 佐々木 大介 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 渋谷税務署長が原告に対し平成２０年６月３０日付けでした、①平成１５年１０月分から平成

１９年１０月分までの各月分の源泉徴収に係る所得税（以下「源泉徴収所得税」という。）の各

納税告知処分及び②これらに係る不納付加算税の各賦課決定処分（ただし、上記①及び②のいず

れについても、平成２０年１１月２７日付け異議決定及び平成２１年１２月１５日付け裁決によ

り一部取り消された後のもの。以下、この一部取消しの前後を問わず、上記①の各納税告知処分

を総称して「本件各納税告知処分」といい、上記②の各賦課決定処分を総称して「本件不納付加

算税各賦課決定処分」という。）をいずれも取り消す。 
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２ 渋谷税務署長が原告に対して平成２０年６月３０日付けでした、①原告の平成１６年９月１日

から平成１７年８月３１日までの課税期間（以下「１７年８月課税期間」という。）に係る消費

税の更正処分のうち消費税額６７９万７２００円を超える部分及び②上記課税期間に係る地方

消費税の更正処分のうち納付すべき地方消費税額１７１万５６００円を超える部分並びに③上

記①及び②の各更正処分（これらを総称して、以下「１７年８月課税期間更正処分」という。な

お、消費税と地方消費税を総称して、以下「消費税等」という。）に係る過少申告加算税賦課決

定処分（以下「１７年８月課税期間賦課決定処分」という。）をいずれも取り消す。 

３ 渋谷税務署長が原告に対して平成２０年６月３０日付けでした、①原告の平成１７年９月１日

から平成１８年８月３１日までの課税期間（以下「１８年８月課税期間」という。）に係る消費

税の更正処分のうち納付すべき消費税額５９８万１２００円を超える部分及び②上記課税期間

に係る地方消費税の更正処分のうち納付すべき地方消費税額１４９万５３００円を超える部分

並びに③上記①及び②の各更正処分（これらを総称して、以下「１８年８月課税期間更正処分」

という。）に係る過少申告加算税賦課決定処分（以下「１８年８月課税期間賦課決定処分」とい

う。）をいずれも取り消す。 

４ 渋谷税務署長が原告に対して平成２０年６月３０日付けでした、①平成１８年９月１日から平

成１９年８月３１日までの課税期間（以下「１９年８月課税期間」という。）に係る消費税の更

正処分のうち納付すべき消費税額６３２万９１００円を超える部分及び②上記課税期間に係る

地方消費税の更正処分のうち納付すべき地方消費税額１５８万２２００円を超える部分並びに

③上記①及び②の各更正処分に係る過少申告加算税賦課決定処分（ただし、上記①～③のいずれ

についても、平成２１年１２月１５日付け裁決により一部取り消された後のもの。以下、この取

消しの前後を問わず、上記①及び②の各更正処分を総称して「１９年８月課税期間更正処分」と

いい、上記③の各過少申告加算税賦課決定処分を「１９年８月課税期間賦課決定処分」という。）

をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の要旨 

(1) 原告は、①民間教育機関及び公的教育機関（以下「教育機関等」という。）から講師によ

る講義等の業務を、いわゆる一般家庭から家庭教師による個人指導の業務を、それぞれ受託す

る一方、②原告の上記①の各業務に係る講師又は家庭教師として原告と契約を締結し、上記①

の教育機関等における講義等又は一般家庭における個人指導の業務を行った者に対し、当該契

約所定の金員（ただし、交通費を除く。以下「本件各金員」という。）を支払っていた（原告

との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を以下「本件塾講

師」といい、一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を以下「本件家庭教師」

といい、両者を併せて以下「本件講師等」という。また、原告に対して講師による講義等の業

務を委託した教育機関等を以下「本件教育機関等」といい、原告に対して家庭教師による個別

指導の業務を委託した一般家庭を以下「本件会員」といい、両者を併せて以下「本件各顧客」

という。）。 

(2) 本件は、①原告が、本件講師等に対して支払った本件各金員が所得税法２８条１項に規定

する給与等に該当しないことを前提として、平成１５年１０月分から平成１９年１０月分まで

の各月分（以下「本件各月分」という。）に係る本件各金員につき源泉所得税の源泉徴収をせ

ず、また、本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れ（消
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費税法２条１項１２号）に当たるものとして、同法３０条１項（平成２４年法律第６８号によ

る改正前のもの。以下同じ。）の規定に従い、これに係る消費税額を同法４５条１項２号に掲

げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で、１７年８月課税期間、１８年８月課税期

間及び１９年８月課税期間（以下「本件各課税期間」という。）の消費税等の申告をしたとこ

ろ、②渋谷税務署長が、本件各金員は上記の給与等に該当し、本件各金員を対価とする役務の

提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとして、前記第１の１～４掲記の各処分（これら

を総称して以下「本件各処分」という。また、１７年８月課税期間更正処分、１８年８月課税

期間更正処分及び１９年８月課税期間更正処分を総称して以下「本件各更正処分」といい、１

７年８月課税期間賦課決定処分、１８年８月課税期間賦課決定処分及び１９年８月課税期間賦

課決定処分を総称して以下「本件各賦課決定処分」という。）をしたため、③原告が、本件各

金員は上記の給与等に該当しない旨主張して、本件各処分（ただし、本件各更正処分について

は、原告の申告額又は本件各更正処分前にされた減額更正処分に係る納付すべき税額を超える

部分）の取消しを求める事案である。 

２ 関係法令の定め 

別紙１「関係法令の定め」に記載したとおりである（同別紙において定めた略称は、以下にお

いても用いることとする。）。 

３ 前提事実（証拠等の掲記のない事実は、当事者間に争いがないか、当事者において争うことを

明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。） 

(1) 原告について 

原告は、教育機関等の講座等の請負業務、受験生に対する訪問指導等を目的とする株式会社

である。 

(2) 本件塾講師について 

ア 原告は、教育機関等から本件塾講師による講義等の業務を受託するなどの事業ないしこれ

を行う部署を「Ｇ」と称している（なお、原告〔Ｇ〕のホームページやパンフレットによれ

ば、「Ｇ」とは、Ｇの略であり、教育機関への総合人材コンサルティングを行う原告のセク

ションをいうものとされている。以上、乙２～４の２、３３）。 

イ 原告（Ｇ）のホームページ及びパンフレットには、本件塾講師となることを希望する者が

本件塾講師として業務に当たるまでの流れについて、おおむね次のような内容の記載がされ

ている（甲１６、乙２～４の２、３３）。 

(ｱ) 本件塾講師となることを希望する者は、電話・インターネットを通して講師仮登録を

した後、原則として原告の事務所に赴いて、教科テスト、講師適正テスト（「エゴグラム」

と呼ばれる性格判断テスト）及び面接を受けた上で、正式にＧ講師として登録（本登録）

がされる（なお、乙２、３、４の２及び３３では、講師仮登録の後に行われる本登録に至

るまでの一連の手続を指して「登録会」ないし「導入登録会」と称しているが、乙４の１

では、本件塾講師となることを希望する者は、上記の面接終了後、Ｇの指導マニュアルに

沿って講義ができるように研修を受けるものとされており、この研修のことを「登録会」

と称している。）。 

(ｲ) 原告においては、前記(ｱ)のとおり本登録をした者の中から、本件教育機関等が示した

条件に基づいて、本件塾講師となる者の候補者を選定し、当該候補者は、業務内容の詳細

及び就業意思の最終確認の手続のために原告の事務所に赴いて「紹介研修」を受講し（「紹
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介研修」については、この研修を通じて、仕事先の特徴や講師としての心構え、仕事先で

受ける面談や模擬授業のコツなどについて具体的なレクチャーを受けることにより、講師

としての精度を上げて臨むことができるなどと説明されている。）、その後、本件教育機

関等における面接に合格すると、本件塾講師として本件教育機関等における講義等の業務

に当たる。 

ウ 原告（Ｇ）のホームページ（乙２及び４の１は平成２０年４月当時のものであり、乙４の

２は平成２２年９月当時のものであり、乙３３は平成２４年１１月当時のものである。）及

びパンフレットには、原告の本件塾講師に対する助言・指導の体制等について、次のような

内容の記載がされている（甲１６、乙２～４の２、３３）。 

(ｱ) 原告においては、講師の研修にも力を注いでおり、指導上の技術のみならず、社会人

のマナー、心得まで専門の研修担当教員が講師の教育に当たり、講師の質の向上と保持を

可能にしている（乙２、３）。 

(ｲ) 原告においては、スムーズに本件塾講師の仕事に入ることができるよう、着実に教え

る力が身に付く研修やサポート体制を整えており、講師経験のない初心者でも安心して登

録をすることができる（甲１６）。 

(ｳ) 原告においては、本件塾講師が本件教育機関等において指導を開始した後も、模擬授

業によって本件塾講師の実力を確認したり、担当のコーディネーターが、本件教育機関及

び本件塾講師と随時連絡を取り、本件塾講師のスケジュール管理、指導上のアドバイス（き

め細かいフォロー）を行ったりしている（甲１６、乙２、４の１・２）。 

(ｴ) 原告は、教育機関等に対し、研修・面接により選抜された講師を紹介している。原告

においては、登録講師に対して、教授力のスキルアップや授業内容のクオリティアップ、

生徒を指導する立場として必要なマナーチェックなどを兼ねた研修を必要に応じて行っ

ており、本件塾講師は、主に登録時の「登録会」と実際に講師業務を始める前に行う「紹

介研修」ないし「紹介打合せ」を必ず経て、指導に当たっている。（乙３３) 

(ｵ) 原告においては、指導を始めるに当たり必ず研修を行っており、初めて生徒を担当す

る者には、特に丁寧に研修を行う（乙３３）。 

(ｶ) 本件塾講師への指示・命令系統は、基本的には「Ｇ事業部」にあり、本件塾講師がい

わゆる代講の依頼をする場合には、本件教育機関等に対してではなく、原告（Ｇ事業部）

に対し、１か月前までに申告をすることを要する（乙４の１）。 

エ 原告と本件教育機関等との間の契約に係る「基本登録規約」（甲３。以下「本件登録規約」

という。）においては、次のような内容の定めがされている。 

(ｱ) 業務委託 

本件教育機関等は、原告に対し、本件教育機関等の学習指導業務及び講師選定業務の委

託を申し込むことができ、原告は、その申込みに応じ、これを承諾するものとする（１条）。 

(ｲ) 個別業務委託契約及びその手続 

本件教育機関等の申込みは、原告により指定された業務委託申込書に従って行われるこ

とを要し、個別業務委託契約は、原告による受注確認書の発送により成立する（２条１項）。 

(ｳ) 委託料金 

①委託料金は、別段の合意がある場合を除き、原告の定める申込時において有効な料金

表（甲２４参照）を基準に決せられ（３条１項）、②原告は、本件教育機関等の認印を受
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けた指導時間確認表に基づき委託料金を計算し、その額に消費税及び一定区間以外の区間

についての交通費を加えた額を本件教育機関等に請求し、本件教育機関等は当該委託料金

を支払う（同条２項）。 

(ｴ) 業務の適正な遂行義務 

原告は、本件登録規約の目的を達成するために、適当な業務従事者（本件塾講師を指す。

以下、エの項において同じ。）を選定し、受託業務に当たらなければならない（４条）。 

(ｵ) 環境整備義務 

本件教育機関等は、①業務従事者が安全に受託業務を遂行できる環境を整えなければな

らず（５条１項）、②業務従事者が委託業務遂行及び原告に対する報告をするに当たり通

常必要と認められる物（通信機器を含む。）を貸与しなければならない（同条２項）。 

(ｶ) 禁止事項 

ａ 前記(ｱ)の業務委託につき、本件教育機関等は、原告との間において特段の合意のあ

る場合を除き、個別業務委託契約期間中に本件塾講師を本件教育機関等又はその関連す

る事業所にて雇用してはならない(６条１項）。 

ｂ 本件教育機関等は、本件塾講師との間で、本件教育機関等の業務に関し、現金及びそ

れに類するものの授受をしてはならない（６条２項）。 

(ｷ) 損害賠償等 

本件教育機関等が前記(ｶ)ａに反して本件塾講師を直接雇用した場合は、本件教育機関

等は原告に対し損害賠償金のほか違約金を支払う（１１条３項）。 

オ 原告と本件塾講師との間の契約に係る「業務委託基本契約書」（甲２。以下「本件塾講師

基本契約書」という。）においては、次のような内容の定めがされている。 

(ｱ) 委託業務内容 

学習指導及びそれに付随する業務（１条）。 

(ｲ) 個別業務委託契約及びその手続 

原告から個別業務委託の依頼があり本件塾講師がこれを受託した場合、原告は、本件塾

講師に、個別業務委託内容確認書（当該「個別業務委託契約」に係る「業務受託者」〔当

該「個別業務委託契約」に係る業務を担当する本件塾講師〕、「業務従事期間と条件」及

び「業務従事先会社」が記載されている。甲５。以下「本件塾講師確認書」という。）を

発行し、原告と本件塾講師との同確認書の受渡しの完了により個別業務委託契約が成立し

たものとする（２条１項）。 

(ｳ) 業務委託代金の支払 

委託代金及び業務に関わる交通費のうち最短経路分の支払は月末締切り翌々月１０日

払（ただし、１０日が土日祝日の場合は銀行翌営業日とする。）とし、原告が指定する銀

行の本件塾講師名義の口座に振り込むこととする（３条１及び２項）。 

(ｴ) 原告の負う義務 

ａ 原告は、本件塾講師の指導及びそれに付随する行為について、本件塾講師の相談を受

けなければならない（４条１項）。 

ｂ 原告は、本件塾講師の指導及びそれに付随する行為について、本件塾講師に最大限の

協力をしなければならない（４条２項）。 

(ｵ) 本件塾講師の負う義務 
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ａ 本件塾講師は、委託された個別業務に対し最善の努力をしなければならない（５条１

項）。 

ｂ 本件塾講師は、後記(ｶ)に定めるとおり、原告に対し委託業務の遂行状況を報告しな

ければならない（５条２項）。 

(ｶ) 業務連絡票の正確な使用 

本件塾講師は、業務連絡表（乙７）について、各月の最後の指導が終了した後、月間合

計時間数及び月間交通費を記入し、本件教育機関等の担当者の確認署名及び認印を得て、

これを所定の期限までに原告に送付しなければならない（６条１項、２項）。 

(ｷ) 禁止事項 

ａ 本件塾講師は、委託条件、研修内容等守秘義務に当たる事項を第三者へ漏洩してはな

らない（８条２項）。 

ｂ 本件塾講師は、個別契約内容確認書に明記された期間中及び当該個別契約終了後３年

以内に、本件教育機関等又は業務上知るに至った生徒又はその家族と直接契約して学習

指導等をしてはならない（８条３項）。 

ｃ 本件塾講師は、原告の承諾なしに一方的に契約期間満了前に辞任してはならない（８

条４項）。 

ｄ 本件塾講師については、原告から委託された本件教育機関等の場所において携帯電話

の使用を禁止する（８条６項）。 

(ｸ) 契約の解除 

原告と業務従事先会社の契約に基づき、原告が業務従事先会社から本件塾講師の交代の

申出を受けた場合、原告は当該個別契約を解除できる(９条１項）。 

(ｹ) 返還義務 

本件塾講師は、契約終了時又は解除時には、交付又は貸与された物品（教材等）及びそ

の他業務委託先に帰属する物を速やかに返還しなければならない（１０条１項）。 

(ｺ) 罰則規定 

前記(ｷ)ｂの規定に反して本件塾講師が本件教育機関等と直接契約した場合、本件塾講

師は原告に対し損害賠償金を支払う（１１条２項）。 

(ｻ) 有効期間 

契約の有効期間は、契約締結の日から１年間とするが、特段の意思表示のない限り、契

約は、期間満了と同時に自動的に更新されるものとする（１３条）。 

(ｼ) 契約外事項 

原告と本件塾講師の間の契約に定めのないものについては、両者協議の上決定するもの

とするが、協議の整わない場合は原告の指示に従うものとする（１４条）。 

カ 原告の作成に係る「授業マニュアル～よりよい講師としてよい授業をするために～」と題

する冊子（乙９。以下「本件授業マニュアル」という。）には、授業の流れ、授業の組立て

のバランス、板書・説明・演習の方法や注意点等が記載されている。 

(3) 本件家庭教師について 

ア 原告は、いわゆる一般家庭における本件家庭教師による個人指導の事業ないしこれを行う

部署を「Ｈ」と称している（乙１０～１２の２、３４）。 

イ 原告（Ｈ）のホームページ、パンフレット類及び原告の作成に係る「講師研修資料」と題
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する冊子（乙１３。以下「本件講師研修資料」という。）には、本件家庭教師となることを

希望する者が本件家庭教師として業務に当たるまでの流れについて、おおむね次のような内

容の記載がされている（乙１０～１３、１６、３４）。 

(ｱ) 本件家庭教師となることを希望する者は、インターネット、電話等を通して講師仮登

録をした後、原告の事務所に赴いて、教科テスト（実力テスト）、性格適正検査（エゴグ

ラム）、個別面接、講師登録書（乙５）作成及び家庭教師としての基本姿勢についての研

修を経た上で、正式にＨの講師として登録（本登録）がされる（なお、乙１２及び１３で

は、講師仮登録の後に行われる本登録に至るまでの一連の手続を指して「登録会」と称し

ている。）。 

(ｲ) 原告においては、前記(ｱ)のとおり本登録をした者の中から、本件会員が示した条件に

適した者を本件家庭教師者の候補者として選考し、当該候補者は、業務内容の詳細及び就

業意思の最終確認の手続のために原告の事務所に赴いて「紹介研修」を受け（「紹介研修」

では、①本件会員及び生徒の状況や指導要点の説明、②「業務委託契約書」の作成、③講

師証〔乙１５〕の発行、④指導料振込みのための講座開設、⑤必要書類、テキストの引渡

し及び⑥本件会員との顔合わせ日時の設定をするものとされる。）、その後、本件会員方

に赴いて本件会員及び生徒と顔合わせ（面談）をし、本件家庭教師として採用されると、

本件会員方において、個人指導の業務に当たる。 

なお、本件講師研修資料には、本件会員との顔合わせにおいて指導経験を問われた場合

には、「指導経験はありませんが、センターできちんと研修を受けましたので、ご安心く

ださい。」「センターと相談しながら進めていきます。」とはっきり答えるようにとの記

載がされている。 

ウ 原告（Ｈ）のホームページ（乙１０は平成２２年９月当時のものであり、乙１２の１は平

成２０年４月当時のものであり、乙１２の２は平成２２年１１月当時のものであり、乙３４

は平成２４年１１月当時のものである。）、パンフレット類及び本件講師研修資料には、原

告の本件家庭教師に対する助言・指導の体制等について、次のような内容の記載がされてい

る（乙１０～１３、１６、３４）。 

(ｱ) 原告においては、講師選抜テストに合格した人間性・経験ともに優秀な者の中から、

更に研修・管理を行い、本件家庭教師を教育のプロに育てている（乙１０、３４）。 

(ｲ) 原告においては、鍛え抜かれた家庭教師を育成するために自らの努力研さんを怠らず、

派遣後の状況把握に絶えず心を配っている（乙３４）。 

(ｳ) 原告においては、指導を始めるに当たり必ず研修を行っており、初めて生徒を担当す

る者には、特に丁寧に研修を行う（乙１２の１・２、３４）。 

(ｴ) 原告においては、毎月の学習状況・指導状況を把握するために、指導報告書の提出を

本件家庭教師に義務付けており、これに基づいてその後のスケジュールやカリキュラムの

調整をするとともに、随時本件会員からの学習相談も受け付けている（乙１０、１１、３

４）。 

(ｴ) 原告においては、本件家庭教師から提出を受けた指導スケジュール表に基づいて、指

導回数・日時など、指導スケジュールに従った指導が行われているかをチェックしている

（乙１２の２、１３) 

(ｵ) 本件家庭教師において、「契約内容の変更を伴うスケジュール変更」をする場合や、
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やむを得ず交代等が必要となった場合には、原告（センター）に連絡をすることを要する

（乙１３）。 

エ 原告と本件会員との間の契約に係る「個人指導等に関する契約書」（甲４。以下「本件個

人指導契約書」という。）においては、原告が本件会員に提供する個人指導の時間ないし回

数（１条１項）及び契約金額（６条）に関する定めのほか、次のような内容の定めがされて

いる。 

(ｱ) 契約指導期間 

原告が提供する役務の期間は、別途スケジュール表で定めた期間又は契約時間数分の役

務の提供の終了までとする（１条２項）。 

(ｲ) 指導時間の管理 

原告は、本件会員に対し、契約締結後、指導時間確認のため契約指導時間分の指導碓認

票を発行する（２条１項）。 

(ｳ) 指導確認票の使用 

本件会員は、原告より提供を受けた個人指導に対し、原告の発行による契約指導時間分

の指導確認票を、１回につき時間相当分枚数を捺印の上、指導終了時に本件家庭教師に直

接手渡す（２条２項）。 

(ｴ) 本件家庭教師の交通費に関する特約 

本件家庭教師の交通費は、原則として本件会員の負担とする（２条３項）。 

(ｵ) 指導日時の変更に関する特約 

本件会員が、指導日時の変更を希望するときは、指導日前日までに本件家庭教師又は原

告に連絡する（４条１項）。 

オ 原告と本件家庭教師との間の契約に係る「家庭教師業務委託契約書（学生）」及び「家庭

教師業務委託契約書（社会人）」（本件各処分に係るいわゆる税務調査の際に原告側が調査

担当者に示したもの。乙１の１・２、弁論の全趣旨。これらの契約書を総称して、以下「本

件各家庭教師契約書」という。）においては、「業務委託内容」（本件会員名及び生徒名、

指導期間、指導回数、指導スケジュールなど）についての定め（１条）のほか、次のような

内容の定めがされている（なお、乙２６〔平成１８年６月２０日付けの原告と本件家庭教師

との間の契約に係る「家庭教師業務委託契約書（社会人）」〕の内容は、乙１の２と同様の

ものである。）。 

(ｱ) 業務委託条件 

支払われる指導料金は、指導時間の単位で定めるものとし、その支払は、月末締切りと

し翌月の２０日に原告指定銀行の口座に振り込む（第２条）。 

(ｲ) 原告の負う義務 

ａ 原告は、本件家庭教師の指導及びそれに付随する行為についての相談を受けなければ

ならない（３条１項）。 

ｂ 原告は、本件家庭教師の指導及びそれに付随する行為について最大限の協力をしなけ

ればならない（３条２項）。 

(ｳ) 本件家庭教師の負う義務（善管注意義務・報告義務） 

ａ 本件家庭教師は、原告の指示に基づき家庭教師として本件会員の指導要望を満たすた

め、最善の努力をしなければならない（４条１項）。 
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ｂ 本件家庭教師は、業務委託契約に基づき定められた期間内に家庭教師として指導を完

了しなければならない（４条２項）。 

ｃ 本件家庭教師は、業務委託契約に基づき定められた指導回数を家庭教師として完全に

遂行しなければならず、本件会員からの指導回数の変更依頼があった場合、原告に報告

をし、許可を得なければならない（４条３項）。 

ｄ 本件家庭教師は、１条の業務委託内容に基づく契約締結後、やむを得ない事由（付則

(1)）以外期間内において辞任できない（４条４項）。 

ｅ 本件家庭教師は、原則として翌月３日までに、当月までの指導報告書・指導確認票・

指導日報を持参（一定の者については郵送も可）し研修を受けなければならない（４条

５項）。 

ｆ 本件家庭教師は、講師研修マニュアル及び紹介研修時のマニュアルに沿って指導を遂

行しなければならない（４条６項。なお、本件において原告が本件家庭教師との間の契

約に係る契約書の用紙として提出した甲７及び８には、この定めは置かれていない。）。 

(ｴ) 禁止事項 

ａ 原告の業務内容に関して本件会員に対し不平不満を漏らしたり、不当な中傷をする等、

原告の名誉を毀損し、信用を著しく失墜させる行為（５条１項） 

ｂ 契約条件（講師指導料等）、研修ノウハウ等守秘義務に当たる事項の本件会員及び第

三者への漏洩行為（５条２項） 

ｃ 契約期間中及び指導終了後３年間に発生する継続追加又は兄弟間の新規発注等に関

して本件会員と直接契約する行為（５条３項） 

ｄ 本件家庭教師が報告なしで本件会員の指導を中止したり、業務内容を変更する行為

（５条４項） 

ｅ 本件家庭教師が原告と相談なく一方的に中途で辞任する行為（５条６項） 

ｆ 指導報告書提出、指導確認票提出、指導日報の記載等の義務違反(５条７項） 

(ｵ) 付則 

ａ ４条４項に関して、本件家庭教師の義務を履行できない事態が生じた場合、以下の書

類で証明しなければならない（付則(1)) 

(a) 病気・怪我等で指導が不可能になった場合 医師の診断書 

(b) 住居移転の場合 転居先の住民票又は不動産契約書 

ｂ 本件会員より契約期間内に解約要請のあった場合又は本件会員から講師の交代の申

出があった場合、その時点で本件家庭教師の指導は打切りとする（付則(2)）。 

ｃ 契約に当たり第１回目契約時のみ講師証を発行し、講師証代金は１０００円とし、初

回指導料から差し引くものとする（付則(3)）。 

ｄ 本件会員から契約継続の要請があった場合、原告と本件家庭教師が契約終了以前に合

意の上、当該本件家庭教師が引き続き指導を行うものとし、その場合、契約は継続分終

了まで有効とする（付則(4))。 

ｃ 講師指導料の振込手数料は本件家庭教師の負担とし、また、指導報告書の提出を２か

月遅滞した場合には、遅滞月の指導料を１０％差し引くものとする（付則(5)）。 

(4) 本件各課税期間の消費税等についての確定申告等 

本件各課税期間の消費税等についての確定申告、１７年８月課税期間の消費税等の確定申告
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についての更正の請求及びこれに係る更正処分（以下「１７年８月課税期間当初更正処分」と

いう。）並びに１８年８月課税期間の消費税等の確定申告についての更正の請求及びこれに係

る更正処分（以下「１８年８月課税期間当初更正処分」という。）の経緯は、それぞれ、別表

Ａ・第１表～第３表の各「確定申告」欄、第１表及び第２表の各「更正の請求」欄並びに第１

表及び第２表の各「当初行政処分」欄に記載されているとおりである。 

(5) 課税処分の経緯 

ア 本件各更正処分等、本件各更正処分等についての原告の異議申立て及びこれらに対する渋

谷税務署長の決定、これらの決定を経た後の本件各更正処分等についての原告の審査請求及

びこれに対する国税不服審判所長の裁決の経緯は、それぞれ、別表Ａ・第１表～第３表の各

「更正処分」欄、各「異議申立て」欄、各「異議決定」欄、各「審査請求」欄及び各「同上

裁決」欄に記載されているとおりである。 

イ 本件各納税告知処分等、本件各納税告知処分等についての原告の異議申立て及びこれらに

対する渋谷税務署長の決定、これらの決定を経た後の本件各納税告知処分等についての原告

の審査請求及びこれに対する国税不服審判所長の裁決の経緯は、別表Ｂ及び別表Ｃに記載さ

れているとおりである。 

(6) 本件訴えの提起 

原告は、平成２２年６月１５日、本件訴えを提起した（当裁判所に顕著な事実）。 

４ 本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記６に被告の主張の要点として掲げた

もののほか、別紙２「本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張」に記載したとおりであ

る（なお、同別紙で定める略称等は、以下においても用いることとする。）。 

５ 争点 

(1) 本件各金員に係る所得が所得税法２８条１項に規定する給与等に係る所得に該当するか否

か（争点１) 

(2) 本件において通則法６５条４項にいう「正当な理由」及び同法６７条１項ただし書にいう

「正当な理由」が認められるか否か（争点２) 

６ 争点に関する当事者の主張の要点 

別紙３「争点に関する当事者の主張の要点」に記載したとおりである（なお、同別紙で定める

略称等は、以下においても用いることとする。）。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件各金員に係る所得が所得税法２８条１項に規定する給与等に係る所得に該当するか否か

（争点１）について 

(1) 所得税法２８条１項に規定する給与等に係る所得の意義について 

ア 最高裁昭和５６年判決は、業務の遂行ないし労務の提供（これらを併せて以下「労務の提

供等」ともいう。）から生ずる所得が所得税法上の事業所得と給与所得のいずれに該当する

かを判断するに当たっては、租税負担の公平を図るため、所得を事業所得、給与所得等に分

類し、その種類に応じた課税を定めている所得税法の趣旨、目的に照らし、当該業務ないし

労務及び所得の態様等を考察しなければならないなどとした上で、その「判断の一応の基準」

として、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有

し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所
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得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮

命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得につ

いては、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継

続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかど

うかが重視されなければならない。」と判示している。すなわち、同判決は、労務の提供等

から生ずる所得の給与所得該当性について、①そのような所得のうち「自己の計算と危険に

おいて独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地

位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」を給与所得の範ちゅうから外した上で（こ

れにより、労務の提供等が自己の計算と危険によらないものであること〔労務の提供等の非

独立性〕が、給与所得該当性の判断要素として位置付けられることになる。）、②労務の提

供等から生ずる所得が「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して

提供した労務の対価として使用者から受ける給付」に当てはまるか否かを、当該労務の提供

等の具体的態様に応じ、とりわけ「給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な

拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給される

ものであるかどうか」を重視して判断するという枠組みを提示したものであるが、同判決も

明示しているとおり、そこに示されているのは、飽くまでも「判断の一応の基準」にとどま

るものであって、業務の遂行ないし労務の提供から生ずる所得が給与所得に該当するための

必要要件を示したものではない。 

イ ところで、所得税法２８条１項は、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並

びにこれらの性質を有する給与…に係る所得をいう。」と規定しているところ、このような

同項の規定の内容や、同法に他に給与所得の概念を定義付ける規定が置かれていないことか

らすれば、同法の解釈において、給与所得の概念は、元来、同項に例示されている「俸給」、

「給料」、「賃金」、「歳費」及び「賞与」といったものの性質から帰納的に把握するほか

ないものというべきであって、このことは、最高裁昭和５６年判決も当然の前提としている

ものと解される。そして、同項は、上記のとおり、国会議員が国から受ける給与を意味する

「歳費」（憲法４９条）が給与所得に含まれることを明らかにしており、また、例えば、法

人の役員が当該法人から受ける報酬及び賞与が給与所得に含まれることは特に異論がない

ところ、これらの者の労務の提供等は、自己の危険と計算によらない非独立的なものとはい

い得ても、使用者の指揮命令に服してされたものであるとはいい難いものであって、労務の

提供等が使用者の指揮命令を受けこれに服してされるものであること（労務の提供等の従属

性）は、当該労務の提供等の対価が給与所得に該当するための必要要件とはいえないものと

いうべきである。最高裁平成１７年判決が、米国法人の子会社である日本法人の代表取締役

が親会社である米国会社から付与されたいわゆるストックオプションを行使して得た利益

を給与所得に当たると判断するに当たって、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供

された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法２８条１項所定の給与

所得に当たる」との判示をしているのも、以上に述べたような考え方を前提としたものであ

ると解される。 

ウ 所得税法２８条１項に規定する給与等に係る所得の意義に関する原告の主張のうち以上

と異なる部分は、上記のとおり所得税法２８条１項が給与所得として列挙するものの中に使

用者の指揮命令を受けこれに服してされるものとはいい難い労務の提供等から生ずる所得
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が含まれていることと整合しない上（なお、甲４０には、「企業のトップや議員といえども、

企業や国という組織から支払いを受け、その受給額は自己の都合に応じて労働量を増減し収

入金額を左右することはできず、企業の規定や法律に基づき定められた金額を受領する、と

いう特性を有して」おり、「その限りにおいて『従属性』があ」るなどとする記述があるが

〔甲４０・１頁〕、その内容は、「労務の提供等が使用者の指揮命令を受けこれに服してさ

れるものであること」という意味における「労務の提供等の従属性」〔原告においても、そ

のような意味において「従属性」の語を用いていることが明らかである。〕とは全く異質な

内容を述べるものというほかないものであって、原告の主張に対する上記のような評価を左

右するものではない。)、労務の提供等から生ずる所得の給与所得該当性についての判断の

一応の基準を示したものにとどまる最高裁昭和５６年判決について、あたかも給与所得の必

要要件を判示したものであるかのような前提に立って論を進めているものといわざるを得

ないものであって、採用することができない（殊に、原告は、①給与所得該当性の判断に当

たっては、「雇用契約ないしこれに類する原因」があるといえるか否か、「労務の対価」と

いえるか否かといった要件の判断に際して「従属性」があるか否かを判定しなければならな

い、②給与所得と雑所得との区別という点から「従属性」要件が必要とされるなどと主張す

るのであるが、上記①の主張は、「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使

用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう」との最高

裁昭和５６年判決の判示が給与所得該当性の判断の「一応の基準」にとどまるものであるこ

とを見過ごすとともに、所得税法２８条１項の規定の内容を軽視するものといわざるを得ず、

採用し難い。また、上記②の主張についても、そもそも、雑所得は、同法が規定する他の９

つの所得の類型に該当しない所得を補充的に１つの所得の類型としたものであり、このよう

な雑所得の概念自体に照らし、これと給与所得とを区別するために給与所得該当性について

当然に原告の主張するような内容の要件を観念すべきことになるという筋合いのものでは

ない上、上記のような最高裁昭和５６年判決の位置付け及び同法２８条１項の規定の内容に

照らせば、労務の提供等の従属性が認め難い場合であっても、当該給与の受給者がその支給

者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受けているか等の諸要素を総合的に考

慮した結果として、所得の原因となった法律関係が「雇用契約…に類する原因」に当たるも

のと評価されることがあり得るものと考えられることからすれば、やはり採用し難いところ

である。）。 

(2) 本件各金員に係る所得の給与所得該当性について 

ア 本件塾講師は、本件塾講師基本契約書の約定に従い、原告が発行した本件塾講師確認書で

「業務従事先会社」とされた本件教育機関等において、同確認書に記載された「業務従事期

間と条件」の下で講義等の業務に従事することにより、また、本件家庭教師は、本件各家庭

教師契約書に定められた指導期間、指導回数、指導時間及び指導スケジュール等に従い、本

件会員の子弟（生徒）の個人指導の業務に従事することにより、それぞれ、原告のために労

務の提供等をするものである（前提事実(2)オ及び(3)オ、甲２、５、乙１の１・２）。そし

て、本件講師等は、原告から、上記の各契約において定められた講義等ないし個人指導のい

わゆる「単価」（本件塾講師確認書の「業務従事期間と条件」欄中の「業務委託代金」欄、

本件各家庭教師契約書の２条参照。以下「講義等の単価」という。）を基礎として、上記の

各業務に従事した時間数に応じた額の金員（本件各金員）の支払を受ける（前提事実(2)オ
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(ｲ)及び(ｶ)並びに(3)オ(ｱ)、甲５、乙１の１・２、８）。以上からすれば、本件各金員は、

本件講師等が原告のために労務の提供等をしたことの対価としての性質を有するものであ

ることが明らかというべきである。 

イ(ｱ) 前記アのとおり、本件各金員は、講義等ないし個人指導の業務に従事した時間数に応

じて支払われるものとされているところ、原告と本件講師等との間の契約に係る契約書等

を見ても、本件講師等が個別の本件各顧客の下において上記の業務に従事している期間中

において、講義等ないし個別指導の内容の優劣、具体的な成果の程度、あるいは、原告が

本件各顧客との間の契約に基づいて受領する金員（委託報酬）の額やその支払の有無によ

り、本件各金員の額やその算定の基礎となる講義等の単価の額が増減するような定めは置

かれていない（前提事実(2)オ及び(3)オ、甲２、５、乙１の１・２、２６）。すなわち、

本件講師等は、その行った講義等ないし個別指導の内容の優劣、具体的な成果の程度、本

件各顧客が原告に対して支払う委託報酬の額やその履行状況のいかんにかかわらず、原告

から、講義等ないし個人指導の業務に従事した時間数に応じて本件各金員の支払を受ける

ことができるものとされている。 

(ｲ) ①本件塾講師は、本件教育機関等から業務の遂行及び原告に対する報告をするに当た

り通常必要と認められる物を貸与されるとともに（前提事実(2)エ(ｵ)②及びオ(ｹ)）、原

告から交通費の支払を受けるものとされており（ただし、原告は、本件教育機関等から、

前記の委託報酬に加えて、本件塾講師の交通費相当額の支払を受けている。前提事実(2)

エ(ｳ)②及びオ(ｳ)、甲１９、２０、２７、３５、乙８）、②また、本件家庭教師について

は、本件会員がその交通費を負担することとされ（前提事実(3)エ(ｴ)、甲３５）、業務遂

行に必要なテキストの引渡しも受けることとされている（前提事実(3)イ(ｲ)、乙１３）。

③一方、原告と本件講師等との間の契約を見ても、本件講師等において、本件各金員の振

込手数料及び事務手数料ないし本件講師証の代金１０００円（原告と本件講師等が初めて

契約を締結する場合のみ。）を負担すべきものとされているものの、本件講師等に対して

当該契約に基づく義務を履行するための費用の負担を義務付ける趣旨の定めは見当たら

ない（前提事実(2)オ及び(3)オ、甲２、５、乙１の１・２、２６）。これらの点からすれ

ば、本件講師等は、基本的には、その労務の提供等に当たって必要な費用を負担する義務

を負っていないものというべきである。 

(ｳ) 以上に鑑みれば、本件講師等による労務の提供等は、自己の計算と危険によるものと

はいい難いものであって、非独立的なものと評価するのが相当である。 

ウ(ｱ)ａ 前提事実(2)ウ及び(3)ウのとおり、原告のホームページ、パンフレット類等には、

原告が、本件講師等ないしその希望者に対し、研修や指導を行っている旨の記載がさ

れているところ、原告は、この点について、上記ホームページ等は、顧客へのいわゆ

るＰＲ用となることも意図して作成したものであって、実態と異なる部分が多く、実

際に原告が行っている内容を記載したものではないなどとした上で、本件講師等に対

して、実際には何も研修、指導は行っていない旨主張し、Ｉ、Ｊ及びＫの陳述書（甲

３２～３４）及びこれらの者の証言にもこれに沿うような部分がある。 

ｂ しかし、原告は、本件訴えにおいて前記ａのとおりの主張を続け、また、被告から、

虚偽の事実をホームページ上に掲載することが種々の法令に違反する旨の指摘を受

けている（被告準備書面(2)第２の２(2)・７頁以下参照）にもかかわらず、本件訴え
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の提起から約２年５か月が経過した平成２４年１１月の時点においてさえもなお、本

件講師等ないしその希望者に対して研修、指導を行っている旨を原告のホームページ

上に掲載し続けており（前提事実(2)ウ(ｴ)及び(ｵ)並びに(3)ウ(ｱ)～(ｳ)、乙３３、３

４）、原告においては、本件訴えの内と外とでその立場を使い分けているものと評す

るほかないものであって（上記のような訴え提起からの時間の経過のみならず、原告

においては、既に、本件各更正処分等についての異議申立ての際の調査の過程におい

て本件家庭教師に対する研修は行っていない旨の主張をしており、平成２０年１１月

２７日付けでされた同異議申立てに対する渋谷税務署長の決定中においても、前記ａ

に指摘したようなホームページの記載が指摘されていたこと〔甲１２〕や、平成２４

年１１月の時点において原告のホームページに上記のような内容が掲載され続けて

いたことについて原告側から何ら合理的な説明がされていないことにも照らすと、上

記のような事態が生じている原因が事務処理の遅れなどの単なる過誤にあるとは考

え難いものというほかない。）、上記のような原告の主張は、それ自体にわかに信用

し難いものというほかない。 

また、Ｉ、Ｊ及びＫの陳述書（甲３２～３４）及びこれらの者の証言についても、

これらの者の置かれている立場や、Ｉ及びＪにおいては、確定申告書を確認しないま

ま、その陳述書には、本件各金員に係る所得を事業所得として所得税の確定申告をし

ているなどと実際の申告内容とは異なる内容の原告の主張に沿う記載をし（甲３２、

３３、乙３０の１・２、３１の１・２、証人Ｉ、証人Ｊ）、また、Ｋにおいても、原

告のホームページには、上記のとおり実際には本件講師等ないしその希望者に対し研

修や指導を行っている旨掲載されていたにもかかわらず、そのような記載は修正済み

であるなどと証言していたことなどに鑑みれば、その陳述書及び証言の信用性を手放

しに肯定することはできないものというべきである。 

ｃ ①前提事実(2)ウ及び(3)ウに掲げたような原告のホームページ、パンフレット類等

の記載や②前記ｂにおいて検討したところに加えて、③原告が本件各顧客の要求に応

えるためには、一定水準以上の本件講師等を数多く確保することが必要不可欠である

と考えられるところ、原告のホームページ、パンフレット類等の記載（甲１６、乙４

の１・２、９、１２の１・２、１３、３３、３４）に照らせば、本件講師等ないしそ

の希望者には、塾講師や家庭教師の経験がなかった者や、その経験が必ずしも十分で

ない者も含まれていることが前提とされていることが明らかであって、原告において

は、そのような者に対して、相応の研修ないし指導を行う必要性は高いものというべ

きこと、④原告と本件講師等との間の契約において、本件講師等は、原告に対し、そ

の指定する様式及び方法により業務の遂行状況を報告することを義務付けられると

ともに、研修内容（研修ノウハウ）を漏洩することが禁じられており、また、原告と

本件家庭教師との間の契約には、上記の報告に係る書面を持参して研修を受けること

を本件家庭教師の義務とする趣旨の定めも置かれていること（前提事実(2)オ(ｵ)ｂ、

(ｶ)及び(ｷ)ａ並びに(3)オ(ｳ)ｆ及び(ｴ)ｂ）、⑤原告においては、本件授業マニュア

ル（乙９）及び本件講師研修資料（乙１３）を作成しているところ、その内容を見る

と、授業や個人指導の方法やその注意点などが具体的かつ詳細に記載されていること、

⑥本件アンケートを見ても、本件講師等の中には、原告において研修を受けたという
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趣旨の回答をした者もおり、当該研修の中には、原告のスタッフによって行われたも

のも含まれていること（甲４６の１～４、証人Ｋ）などに鑑みれば、原告においては、

本件講師等ないしその希望者に対し、研修や指導を受けることを義務付け、必要に応

じてこれを行っているものと認めるのが相当である（なお、原告による本件アンケー

トによれば、○ア登録会とは別に原告の営業所内で研修を受けたことがあるかとの質問

については、「ある」と回答した者が１７名、「ない」と回答した者が１３１名、無

回答が７名であり、○イ本件塾講師の経験者に向けた「授業マニュアル」と題する資料

を受け取ったことがあるかとの質問については、「ある」と回答した者が３４名、「な

い」と回答した者が９２名、無回答が２９名であり、○ウ本件家庭教師の経験者に向け

た「講師研修資料」と題する資料を受け取ったことがあるかとの質問については、「あ

る」と回答した者が２８名、「ない」と回答した者が５１名、無回答が７５名、その

他の回答が１名であるとされる〔甲４６の３〕。しかし、○ｉ本件アンケートの実施方

式や回答者が本件講師等として活動していた時期と本件アンケートが実施された時

期との間の時間的経過などに照らすと、本件アンケートについては、回答内容の正確

性が必ずしも十分に担保されているとはいい難いこと、○ⅱ有効回答率が２６％〔平成

１５年以降に原告に登録し、原告のいう「業務委託契約」により本件講師等となった

ことのある５９３名のうち１５５名が回答〕にとどまる上、○ⅲ質問に対して「無回答」

という対応がされている部分も多く見られること〔甲４６の１～４〕に照らすと、前

記○ア～○ウのような各回答の数の分布は、原告と本件講師等の間の法律関係を確定する

に当たって有用な情報とはいい難いものというべきである。）。 

(ｲ) 原告は、本件塾講師に対し、前記(ｱ)ｃ③のとおり、原告の指定する様式及び方法によ

り業務に従事した時間等の業務の遂行状況を報告することを義務付けるとともに、本件塾

講師への指示・命令系統を有し（いわゆる代講の依頼についても、原告に対して事前に申

告すべきものとされる。）、講義の変更・中止などの連絡を行い、緊急の場合等の本件塾

講師の「窓口」となるものとされている（前提事実(2)ウ(ｶ)及びオ(ｶ)、甲１６、乙４の

１・２）。また、原告は、本件塾講師に対し、雇用条件の漏洩、契約期間中又は契約終了

後３年以内の本件教育機関等との直接契約、契約期間満了前の辞任を禁ずる一方で、本件

教育機関等から申出を受けた場合は、本件塾講師との契約を解除することができるものと

されている（前提事実(2)オ(ｷ)、(ｸ)及び(ｺ)、甲２、６、乙１の１・２）。さらに、原告

と本件塾講師との間の契約においては、契約に定めのない事項につき両者の協議が整わな

い場合、本件塾講師は、原告の指示に従うべきものとされている（前提事実(2)オ(ｼ)）。 

(ｳ) 原告は、本件家庭教師に対し、業務遂行期間中において、原告の講師であることを示

す講師登録証の携帯及び訪問先における提示を求めている（乙１３、１５）。また、原告

は、本件家庭教師に対し、前記(ｱ)ｃ④のとおり、原告の指定する方法により業務遂行の

状況を報告することや、その報告に係る書面を持参して研修を受けることを義務付けるほ

か、本件各処分に係る税務調査の際に原告側が調査担当者に対して本件家庭教師との間の

契約に係る契約書として示した本件各家庭教師契約書（乙１の１・２）においては、本件

家庭教師に対し、原告のマニュアルに沿って指導を遂行することを義務付ける定めが置か

れている（前提事実(3)オ(ｳ)ｆ）。さらに、原告は、本件家庭教師に対し、委託条件等の

漏洩、契約期間中又は契約終了後３年以内の本件会員との直接契約、原告に無断での業務
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内容の変更や辞任を禁じ、本件家庭教師においてやむをえず指導の交代等が必要となった

場合には、原告に対して連絡をすることを要するものとされている（前提事実(3)ウ(ｵ)、

オ(ｴ)ｂ～ｅ）。 

(ｴ) 以上に述べたところからすれば、本件講師等は、直接的又は少なくとも間接的に原告

の監督下に置かれているものというべきである（なお、本件講師等による労務の提供等の

性質に鑑みれば、その指導等の内容については一定の裁量が認められるものと解されるが、

一般の雇用関係においても、提供される労務の専門性等の観点から労働者に一定の裁量が

認められることはあり得るものというべきであって、この点は、上記の判断を左右するも

のではないというべきである。）。 

エ 原告と本件各顧客との間の契約及び原告と本件講師等の間の契約の各内容（前提事実(2)

エ及びオ並びに(3)エ及びオ）に照らせば、少なくとも、本件教育機関等における講義や本

件会員の子弟と対面して行う個人指導の際には、基本的には、原告が本件各顧客との間の契

約において定めた業務場所や業務時間数に従ってその労務の提供等をすべき義務を負うも

のというべきであり、また、このことを踏まえ、既に述べたとおり、本件講師等は、上記の

ような立場にある原告の指定する方法により原告に対して業務遂行の状況を報告すべき義

務を負っているものであって、本件講師等は、以上のような意味において、原告から空間的、

時間的な拘束を受けているものということができる。 

オ これまで述べた事情を総合すれば、本件各金員は、雇用契約に類する原因に基づき提供さ

れた非独立的な労務の対価として給付されたものとして、それに係る所得は、所得税法２８

条１項所定の給与所得に当たるものというべきである。 

(3) 原告の主張について 

ア 原告は、最高裁平成１３年判決は、Ｌ組合の組合員に支払われた金員が給与所得に該当す

るか否かの判断に際しては、支払の原因となった法律関係についての当事者の意思ないし認

識を考慮すべき旨判示しているところ、原告と本件講師等の間の契約に係る契約書には「業

務委託」との語が用いられていること、原告においては雇用契約を締結している従業員と本

件講師等とで就業規則の適用等の点で明確に異なった取扱いをしていること、原告に対する

過去の税務調査の内容及びこれに対する原告の対応などからすれば、原告及び本件講師等に

おいて、両者の間の契約関係が「雇用契約及びこれに類する原因」であるとの意思ないし認

識であったとは考えられないなどと主張する。 

しかし、上記のような当事者の意思ないし認識が給与所得該当性を判断するための諸要素

の１つとして位置付けられるにとどまることは、最高裁平成１３年判決の判示から明らかと

いうべきところ、これまで述べたところに照らせば、仮に原告及び本件講師等の主観的な意

思ないし認識が原告主張のようなものであったとしても、その他の事情を総合すると、本件

各金員に係る所得が所得税法２８条１項所定の給与所得に当たるとの判断が左右されると

は解されないから、原告の上記主張は、採用することができない。 

イ また、原告は、①原告から業務の委託の打診を受けた本件講師等は、自由にその諾否を決

定することができ、個別業務委託締結に際し、契約条件について交渉することもできること、

②本件講師等は、業務の内容について原告から指示等を受けていないこと、③その業務遂行

につき裁量が大きいこと、④本件講師等においては、本件各顧客と相談の上、業務に当たる

時間及び場所を変更することが可能であることなどからすれば、本件講師等は原告との関係
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で空間的、時間的な拘束を受けてはいないというべきこと、⑤本件講師等が原告以外の者か

ら業務を受託すること等に制約がないことから、原告と本件講師等の間に指揮命令関係は一

切ないなどと主張する。 

しかし、労務の提供等について基本となる契約とは別に個別の契約の締結をするものとさ

れている場合においては、基本となる契約に特別の定めがあるときを除き、個別の契約の締

結に際して契約の諾否を決定したり、契約条件につき交渉をしたりすることができることは、

雇用契約における労働者においても同様であるから、上記①の点は、本件各金員に係る所得

の給与所得該当性を否定する事情とはいい難いものというべきである。また、上記②の主張

を採用することができないこと及び上記③の点が本件各金員に係る所得の給与所得該当性

を否定するものではないことは、前記(2)ウにおいて述べたところに照らし明らかであり、

上記④の点についても、原告の主張する事情をもって、前記(2)エにおいて述べた意味にお

ける空間的、時間的な拘束の存在を一切否定すべき事情とは評価し難いものというべきであ

る。さらに、上記⑤の主張についても、本件講師等が原告との間の契約に基づいて行う労務

の提供等における原告の本件講師等に対する監督関係を否定すべき事情を述べたものとは

評価し難いものである。以上のとおりであって、原告の上記主張は、採用することができな

い。 

ウ さらに、原告は、①本件講師等は、その業務を遂行するための費用全部を負担しているこ

と、②本件講師等の授業等の単価は、個人の実績や経験を前提としたランク別に、個別の契

約ごとに決定され、本件各金員は、誰がどの本件各顧客の業務をするかによってその額に大

きな差異が生ずること、③本件各金員の額は、原告が受託元の本件各顧客から受領する委託

報酬と連動していることからすれば、本件講師等は受託業務に関し独立性を有しているなど

と主張する。 

しかし、前記(2)イ(ｲ)のとおり、本件講師等は、交通費の支払を受けるとともに、その業

務の遂行に必要な物の貸与ないしテキストの引渡しを受けるものとされている一方、業務の

遂行に必要な費用の負担を契約上義務付けられているわけではない上、一般に、雇用契約に

おける労働者が、その労務の提供に必要な一定の費用を支出することも少なからず見られる

のであって、上記①の原告主張のとおり仮に本件講師等が事実上何らかの費用を支出してい

たとしても、本件の結論を左右するものとはいい難いというべきである。また、上記②の点

についても、原告が本件講師等との間において新たに契約を締結するに際して講義等の単価

を提示する際に考慮する要素を述べたものにすぎず、労務の提供等の非独立性についての判

断を左右するものとはいえない。さらに、原告と本件講師等との間の契約において、原告が

本件各顧客との間の契約に基づいて受領する金員（委託報酬）の額により、本件各金員の額

やその算定の基礎となる講義等の単価の額が増減するような定めが置かれていないことは、

前記(2)イ(ｱ)のとおりであって、上記③の主張は、その前提を欠くものというべきである。

原告の上記主張は、採用することができない。 

エ 原告は、ある所得が給与所得に該当するといい得るためには、当該所得が、源泉徴収制度

が予定している所得に該当するものでなればならないというべきところ、本件各金員は、給

与所得に該当するか否かの判断に当たって高度の事実認定を要するものであり、しかも、そ

の判断は、認定された事実を評価する者によって異なるものであることからすれば、源泉徴

収制度が予定している所得に該当しないことは明らかであるなどと主張する。 
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しかし、所得税法２８条１項及び１８３条１項の規定によれば、ある者が支払を受けた金

銭等に係る所得が同法２８条１項に規定する給与所得に該当するものとされるのであれば、

その支払をする者は、その支払の際、当該所得に係る所得税につき、当然に源泉徴収義務を

負うこととなることが明らかであって、ある所得が給与所得に当たるか否かを判断するに際

し源泉徴収手続が予定されているか否かを問題とすべしとする原告の上記主張は、いわば本

末転倒な議論というほかなく、採用することができない。 

２ 本件において通則法６５条４項にいう「正当な理由」及び同法６７条１項ただし書にいう「正

当な理由」が認められるか否か（争点２）について 

(1) 通則法６５条４項及び６７条１項にいう「正当な理由」とは、不納付又は過少申告が真に

納税者の責めに帰すことのできない客観的事情がある場合をいい、納税者側の主観的な事情及

び法の不知や誤解は含まれないものと解するのが相当である。 

(2) この点、原告は、本件各処分に係る税務調査よりも前に行われた税務調査において、渋谷

税務署の職員から、本件講師等に支払った本件各金員が事業所得に該当することを前提として

本件講師等に確定申告を促すような施策をとるよう指導を受けた、すなわち、「業務委託契約」

を締結している本件講師等については源泉徴収をする必要はない（本件各金員は給与所得には

該当しない）との指導を受けたため、原告はこれを信頼し、源泉徴収を行っていなかったので

あるから、通則法６５条４項及び６７条１項にいう「正当な理由」があるなどと主張する。 

しかし、証拠（甲３４、証人Ｋ）において述べられているところを前提としても、本件各処

分に係る税務調査よりも前に行われた税務調査において、渋谷税務署の職員が、原告に対し、

「業務委託契約」を締結している本件講師等については源泉徴収をする必要はない（本件各金

員に係る所得は給与所得には該当しない）との指導をしたものとは認め難く、上記の証拠にお

いて述べられているのは、当該職員から、本件講師等に対して支払う本件各金員について源泉

徴収をしないというそれまでの原告における取扱いについては特段の指導がなく、原告におい

て本件講師等に対して確定申告をすることを促す施策をとるようにとの指導を受けたという

事実経過にすぎないのであって、そのような事実経過をもって、当該職員が、原告と本件講師

等との間の契約の内容等を具体的に検討した上で、本件各金員に係る所得が事業所得に該当す

るとの判断を積極的に示したものとは到底評価することができず、上記指導が「本件各金員が

事業所得に該当することを前提として」されたものであるとか、本件各金員に係る所得が給与

所得には該当しないとの指導を受けたなどというのは、単なる原告の主観的な判断にすぎない

ものであることが明らかである。上記のような原告の主張は、その前提を欠くものというべき

であって、採用することができない。そうすると、本件において通則法６５条４項にいう「正

当な理由」及び同法６７条１項ただし書にいう「正当な理由」があるものと認めるべき事情に

ついては、立証がないものというべきである。 

３ 本件各処分の適法性について 

これまで述べたところ及び弁論の全趣旨によれば、①原告の本件各月分における納付すべき源

泉所得税の額及びこれらに係る不納付加算税の額、②原告の本件各課税期間に係る納付すべき消

費税額及び地方消費税の譲渡割額並びにこれらに係る過少申告加算税の額は、別紙３「本件各処

分の根拠及び適法性に関する被告の主張」のとおりであって、本件各処分におけるそれと同額又

はその額を上回るものと認められる。したがって、本件各処分は、いずれも適法であるというべ

きである。 
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４ 結論 

以上の次第であって、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、主

文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 八木 一洋 

裁判官 田中 一彦 

裁判官塚原洋一は、転補のため、署名押印をすることができない。 

裁判長裁判官 八木 一洋 
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（別紙１) 

関 係 法 令 の 定 め 

１ 所得税法の定め 

(1) 源泉徴収義務者 

所得税法６条は、同法２８条１項に規定する給与等の支払をする者その他同法第４編第１章

から第６章までに規定する支払をする者は、同法により、その支払に係る金額につき源泉徴収

をする義務がある旨を定めている。 

(2) 事業所得 

所得税法２７条１項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業

その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得（山林所得又は譲渡所得に該当するものを除

く。）をいう旨を定めている。 

(3) 給与所得 

所得税法２８条１項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性

質を有する給与（以下「給与等」又は「所得税法２８条１項に規定する給与等」ともいう。）

に係る所得をいう旨を定めている。 

(4) 源泉徴収義務 

所得税法１８３条１項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の

際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月１０日までに、これ

を国に納付しなければならない旨を定めている。 

２ 消費税法の定め 

(1) 定義 

消費税法２条１項１２号は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り

受け、若しくは借り受け、又は役務の提供（所得税法２８条１項に規定する給与等を対価とす

る役務の提供を除く。）を受けること（当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しく

は貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなる

もので、消費税法７条１項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び同法８条１項その他

の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。）をいう旨を定めて

いる。 

(2) 仕入れに係る消費税額の控除 

ア 消費税法３０条１項は、事業者（同法９条１本文の規定により消費税を納める義務が免除

される事業者を除く。）が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨

物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の

同法４５条１項２号に掲げる課税標準額に対する消費税額（以下「課税標準額に対する消費

税額」という。）から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額（当

該課税仕入れに係る支払対価の額に１０５分の４を乗じて算出した金額をいう。）及び当該

課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物（他の法律又は条約の規定により消

費税が免除されるものを除く。）につき課された又は課されるべき消費税額（附帯税の額に

相当する額を除く。）の合計額を控除する旨を定めている。 

１号 国内において課税仕入れを行った場合 当該課税仕入れを行った日 
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２号及び３号 （省略） 

イ 消費税法３０条６項（平成２３年法律第８２号による改正前のもの。以下同じ。）は、同

条１項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額（対価として

支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額

とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係

る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課さ

れるべき地方消費税額〔これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。〕に相当する

額がある場合には、当該相当する額を含む。）をいう旨などを定めている。 

(3) 課税資産の譲渡等についての確定申告 

消費税法４５条１項本文は、事業者（同法９条１項本文の規定により消費税を納める義務が

免除される事業者を除く。）は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から２月以内に、

同項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない旨を定めてい

る。 

３ 地方税法（平成２３年法律第１１５号による改正前のもの。以下「地方税法」という。）の定

め 

(1) 地方消費税に関する用語の意義 

地方税法７２条の７７第２号は、地方消費税について、譲渡割とは、消費税法４５条１項４

号に掲げる消費税額（課税標準額に対する消費税額から同項３号に掲げる消費税額の合計額を

控除した残額に相当する消費税額）を課税標準として課する地方消費税をいう旨を定めている。 

(2) 譲渡割の賦課徴収の特例等 

ア 地方税法附則９条の４第１項前段は、譲渡割の賦課徴収は、当分の間、同法附則９条の１

０の規定を除くほか、同法第１章第２節から第１４節まで、同法７２条の８４、同法７２条

の８８第２項後段及び３項、同法７２条の９０、同法７２条の９３並びに同法７２条の９４

の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行う

ものとする旨を定めている。 

イ 地方税法附則９条の４第２項は、譲渡割に係る延滞税及び加算税（その賦課徴収について

消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び課される加算税をい

う。同法附則９条の９において同じ。）は、譲渡割として、同法附則９条の４から同法附則

９条の１６までの規定を適用する旨を定めている。 

(3) 譲渡割の申告の特例 

地方税法附則９条の５前段は、譲渡割の申告は、当分の間、同法第１章第２節から第１４節

まで及び同法７２条の８９の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併

せて、税務署長にしなければならない旨を定めている。 

(4) 譲渡割の納付の特例等 

地方税法附則９条の６第１項前段は、譲渡割の納税義務者は、当分の間、同法第１章第２節

から第１４節まで及び７２条の８９の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、

消費税の納付と併せて国に納付しなければならない旨を定めている。 

(5) 譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例 

地方税法附則９条の１１第１項前段は、同法附則９条の４第１項の規定により税務署長が消

費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て
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及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法（以下「通則法」

という。）第８章の規定を適用する旨を定めている。 

４ 通則法の定め 

(1) 過少申告加算税 

ア 通則法６５条１項は、期限内申告書（還付請求申告書を含む。）が提出された場合（期限

後申告書が提出された場合において、同法６６条１項ただし書又は６項の規定の適用がある

ときを含む。）において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、

その修正申告又は更正に基づき同法３５条２項の規定により納付すべき税額に１００分の

１０の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨を定めている。 

イ 通則法６５条４項は、同条１項又は２項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった

事実のうちにその修正申告又は更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算

の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合に

は、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基

づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適

用する旨を定めている。 

(2) 不納付加算税 

通則法６７条１項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合に

は、税務署長は、当該納税者から、同法３６条１項２号（源泉徴収による国税の納税の告知）

の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付

された税額に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収す

るが（本文）、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて

正当な理由があると認められる場合は、この限りでない（ただし書）旨を定めている。 

以  上 
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（別紙２) 

本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

第１ 本件各納税告知処分の根拠及び適法性 

１ 本件各納税告知処分の根拠 

本件において被告が主張する原告の本件各月分における納付すべき源泉所得税額は、別表１の

「(2)納付すべき税額」欄のとおりである。 

(1) 原告が本件講師等に対して支出した本件各月分の本件各金員の金額は、別表１の「(1)課税

対象額」欄に記載されたとおりである。そして、別紙３の第１の１において述べるとおり、本

件各金員は、所得税法２８条１項に規定する給与等に該当することから、原告は、同法１８３

条１項の規定により、本件講師等に対し、本件各金員を支払う際、当該各金額に係る所得税を

徴収し、その徴収の日の属する月の翌月１０日までに、これを国に納付しなければならない。 

(2) 本件講師等は、平成１５年～平成１９年において、各年の最初に原告から給与等の支払を

受ける日の前日までに、所得税法１９４条に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を、原告

を経由して納税地の所轄税務署長に提出していない。したがって、原告が、本件各金員につい

て源泉徴収すべき所得税額は、①本件各金員のうち平成１７年１２月３１日までに支払うべき

ものについては、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措

置に関する法律（平成１７年法律第２１号による改正前のもの）１１条に規定するとおり同法

別表第１の各乙欄を適用して算出した金額となり、②本件各金員のうち平成１８年１月１日か

ら同年１２月３１日までに支払うべきものについては、同法（平成１８年法律第１０号による

廃止前のもの）１１条に規定するとおり同法別表第１の各乙欄を適用して算出した金額となり、

③平成１９年１月１日以降に支払うべきものについては、所得税法１８５条１項２号イの規定

により、同法別表第２の各乙欄を適用して算出した金額となる（別表１「(2)納付すべき税額」

欄）。 

２ 本件各納税告知処分の適法性 

前記１で述べたとおり、本件において被告が主張する原告の本件各月分の納付すべき源泉所得

税額は、別表１の「(2)納付すべき税額」欄の金額であるところ、これらの金額は、いずれも本

件各納税告知処分の額（別表１「(4)納付すべき税額」欄）と同額又はその額を上回るから、本

件各納税告知処分は、いずれも適法である。 

第２ 本件不納付加算税各賦課決定処分の根拠及び適法性 

前記第１で述べたとおり、本件各納税告知処分は適法であるところ、原告が納付すべき源泉所得

税額を法定納期限までに納付しなかったことに、通則法６７条１項ただし書に規定する「正当な理

由」があったとは認められない。 

したがって、原告に課されるべき不納付加算税の額は、本件各納税告知処分によって原告が新た

に納付すべきこととなった本件各月分における納付すべき源泉所得税額（ただし、通則法１１８条

３項の規定に基づき１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額（別表１「(3)不納付加算税の額」欄）となり、この金額は、本件不納付加算税各賦

課決定処分における不納付加算税の額（別表１「(5)不納付加算税の額」欄」）と同額であるから、

本件不納付加算税各賦課決定処分は、いずれも適法である。 

第３ 本件各更正処分の根拠及び適法性 
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１ 本件各更正処分の根拠 

本件において被告が主張する原告の本件各課税期間に係る消費税等の課税標準額及び納付す

べき税額等は、以下のとおりである。 

なお、前提事実(5)のとおり、原告は、１７年８月課税期間の消費税等及び１８年８月課税期

間の消費税等につき、別表Ａ・第１表及び第２表の各「更正の請求」欄のとおりそれぞれ更正の

請求をし、渋谷税務署長は、同別表・第１表及び第２表の各「更正の請求を受けた更正処分」欄

のとおり１７年８月課税期間当初更正処分及び１８年８月課税期間当初更正処分をした（以下、

これらに係る更正通知書を、それぞれ「１７年８月課税期間当初更正通知書」、「１８年８月課

税期間当初更正通知書」という。）。 

(1) １７年８月課税期間 

ア 課税標準額（別表２(1)①欄）              ５億０１３３万３０００円 

上記金額は、１７年８月課税期間当初更正通知書の「課税標準額」欄に記載された金額と

同額である。 

イ 課税標準額に対する消費税額（別表２(1)②欄）        ２００５万３３２０円 

上記金額は、消費税法２９条の規定により、前記アの金額に、１００分の４の税率を乗じ

て算出した金額であり、１７年８月課税期間当初更正通知書の「消費税額」欄に記載された

金額と同額である。 

ウ 控除税額小計（別表２(1)⑤欄）                ４６８万９２３２円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の各金額の合計額である。 

(ｱ) 控除対象仕入税額（別表２(1)③欄）             ４４５万５５９８円 

上記金額は、消費税法３０条１項の規定に基づき算出した金額であり、次のａの金額か

らｂの金額を控除した後の金額１億１６９５万９４６１円（別表４(1)③欄）に１０５分

の４を乗じて算出した金額である。 

ａ １７年８月課税期間当初更正処分の額（別表４(1)①欄） 

３億４１８３万９４７１円 

上記金額は、１７年８月課税期間当初更正通知書の「控除対象仕入税額」欄に記載さ

れた金額の算定の根拠となった課税仕入れに係る支払対価の額と同額である。 

ｂ 本件各金員の額（別表４(1)②欄）          ２億２４８８万００１０円 

上記金額は、上記ａの金額のうち、本件各金員の額であり、課税仕入れに係る支払対

価の額に該当しない金額である。 

その理由は、別紙３の第１の１のとおりである。 

(ｲ) 貸倒れに係る税額（別表２(1)④欄）              ２３万３６３４円 

上記金額は、１７年８月課税期間当初更正通知書の「貸倒れに係る税額」欄に記載され

た金額と同額であり、そのうち、旧税率３％に係る税額は、６万５３８５円である。 

エ 差引税額（別表２(1)⑥欄）                 １５３６万４０００円 

上記金額は、前記イの金額からウの金額を控除した後の金額（ただし、通則法１１９条１

項の規定に基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。）であり、１７年

８月課税期間の納付すべき消費税額である。 

オ 地方消費税の課税標準となる消費税額（別表２(1)⑦欄）    １５４２万９４００円 

上記金額は、地方税法７２条の７７第２号及び同法７２条の８２の規定に基づき、前記イ
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の金額から前記ウの金額（ただし、旧税率３％に係る税額６万５３８５円〔前記ウ(ｲ)参照〕

を除いた後のもの。）を控除した後の金額（ただし、通則法１１９条１項の規定に基づき１

００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

カ 譲渡割額（別表２(1)⑧欄）                  ３８５万７３００円 

上記金額は、地方税法７２条の８３の規定に基づき、前記オの金額に１００分の２５の税

率を乗じて算出した金額（ただし、同法２０条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満

の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

(2) １８年８月課税期間 

ア 課税標準額（別表２(2)①欄）              ５億４９０２万００００円 

上記金額は、１８年８月課税期間当初更正通知書の「課税標準額」欄に記載された課税標

準額と同額である。 

イ 課税標準額に対する消費税額（別表２(2)②欄）        ２１９６万０８００円 

上記金額は、消費税法２９条の規定により、前記アの金額に、１００分の４の税率を乗じ

て算出した金額であり、１８年８月課税期間当初更正通知書の「消費税額」欄に記載された

金額と同額である。 

ウ 控除対象仕入税額（控除税額小計）（別表２(2)③及び⑤欄）   ４８８万３２５７円 

上認金額は、消費税法３０条１項の規定に基づき算出した金額であり、次の(ｱ)の金額か

ら(ｲ)の金額を控除した後の金額１億２８１８万５５２１円（別表４(2)③欄）に１０５分の

４を乗じて算出した金額である。 

(ｱ) 当初更正処分の額（別表４(2)①欄）          ４億１９４６万３５８９円 

上記金額は、１８年８月課税期間当初更正通知書の「控除対象仕入税額」欄に記載され

た金額の算定の根拠となった課税仕入れに係る支払対価の額と同額である。 

(ｲ) 本件各金員の額（別表４(2)②欄）           ２億９１２７万８０６８円 

上記金額は、上記(ｱ)の金額のうち、本件各金員の額であり、課税仕入れに係る支払対

価の額に該当しない金額である。 

その理由は、別紙３の第１の１のとおりである。 

エ 差引税額（別表２(2)⑥欄）                 １７０７万７５００円 

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した後の金額であり、１８年８月課税

期間の納付すべき消費税額である。 

オ 地方消費税の課税標準となる消費税額（別表２(2)⑦欄）    １７０７万７５００円 

上記金額は、前記エの金額であり、地方税法７２条の７７第２号及び同法７２条の８２の

規定に基づくものである。 

カ 譲渡割額（別表２(2)⑧欄）                  ４２６万９３００円 

上記金額は、地方税法７２条の８３に基づき、前記オの金額に１００分の２５の税率を乗

じて算出した金額である。 

(3) １９年８月課税期間 

ア 課税標準額（別表２(3)①欄）              ５億２６２１万９０００円 

上記金額は、原告が平成１９年１０月３１日付けで渋谷税務署長に提出した１９年８月課

税期間の消費税等の確定申告書（以下「１９年８月課税期間申告書」という。）の「課税標

準額」欄に記載された金額と同額である。 
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イ 課税標準額に対する消費税額（別表２(3)②欄）        ２１０４万８７６０円 

上記金額は、消費税法２９条の規定により、前記アの金額に、１００分の４の税率を乗じ

て算出した金額であり、１９年８月課税期間申告書の「消費税額」欄に記載された金額と同

額である。 

ウ 控除税額小計（別表２(3)⑤欄）                ４５８万０６０７円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の各金額の合計額である。 

(ｱ) 控除対象仕入税額（別表２(3)③欄）             ４５５万４８３８円 

上記金額は、消費税法３０条１項の規定に基づき算出した金額であり、次のａの金額か

らｂの金額を控除した後の金額１億１９５６万４５１０円（別表４(3)③欄）に１０５分

の４を乗じて算出した金額である。 

ａ 申告額（別表４(3)①欄）              ３億８５７１万４２６０円 

上記金額は、１９年８月課税期間申告書に添付された付表２の「課税仕入れに係る支

払対価の額（税込み）」欄に記載された金額と同額である。 

ｂ 本件各金員の額（別表４(3)②欄）          ２億６６１４万９７５０円 

上記金額は、上記ａの金額のうち、本件各金員の額であり、課税仕入れに係る支払対

価の額に該当しない金額である。 

その理由は、別紙３の第１の１のとおりである。 

(ｲ) 貸倒れに係る税額（別表２(3)④欄）               ２万５７６９円 

上記金額は、１９年８月課税期間申告書の「貸倒れに係る税額」欄に記載された金額と

同額である。 

エ 差引税額（別表２(3)⑥欄）                 １６４６万８１００円 

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した後の金額であり、１９年８月課税

期間の納付すべき消費税額である。 

オ 地方消費税の課税標準となる消費税額（別表２(3)⑦欄）    １６４６万８１００円 

上記金額は、前記エの金額であり、地方税法７２条の７７第２号及び同法７２条の８２の

規定に基づくものである。 

カ 譲渡割額（別表２(3)⑧欄）                  ４１１万７０００円 

上記金額は、地方税法７２条の８３の規定に基づき、前記オの金額に税率１００分の２５

を乗じて算出した金額である。 

２ 本件各更正処分の適法性 

前記１(1)～(3)で述べたとおり、本件において被告が主張する本件各課税期間における原告が

新たに納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額は、次の(1)～(3)のとおりであり、これら

の金額は、いずれも本件各更正処分における原告の納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割

額（別表３(1)ないし(3)の各①及び②欄）と同額又はこれを上回るから、本件各更正処分は、い

ずれも適法である。 

(1) １７年８月課税期間 

納付すべき消費税額                      １５３６万４０００円 

納付すべき地方消費税の譲渡割額                 ３８５万７３００円 

(2) １８年８月課税期間 

納付すべき消費税額                      １７０７万７５００円 
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納付すべき地方消費税の譲渡割額                 ４２６万９３００円 

(3) １９年８月課税期間 

納付すべき税額                        １６４６万８１００円 

納付すべき地方消費税の譲渡割額                 ４１１万７０００円 

第４ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性 

１ 本件各賦課決定処分の根拠 

前記第３の２で述べたとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、本件各更正処分

により新たに納付すべき消費税等の額の計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の

基礎としなかったことに、通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

したがって、本件各課税期間における原告に課されるべき過少申告加算税の額は、それぞれ以

下のとおりである。 

(1) １７年８月課税期間（別表２(1)⑨欄）              １１５万００００円 

上記金額は、通則法６５条１及び２項、地方税法附則９条の４第２項、並びに同附則９条の

９第１及び３項の規定に基づき、１７年８月課税期間更正処分により原告が新たに納付すべき

こととなった消費税等の額１０６５万円（当該更正処分による納付すべき消費税等の額１９１

６万５７００円〔別表Ａの第１表参照〕のうち１７年８月課税期間当初更正通知書における納

付すべき消費税等の額８５１万２８００円〔別表Ａの第１表参照〕を超える部分。ただし、通

則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対して１

００分の１０の割合を乗じて算出した金額１０６万５０００円と、１万円未満の端数金額を切

り捨てる前の新たに納付すべき消費税等の額１０６５万２９００円のうち１７年８月課税期

間に係る期限内申告税額に相当する金額８９４万４０００円（別表Ａの第１表参照）を超える

部分の金額１７０万円（ただし、同法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切

り捨てた後のもの。）に１００分の５の割合を乗じて算出した金額８万５０００円との合計額

である。 

(2) １８年８月課税期間（別表２(2)⑨欄）              １６８万１０００円 

上記金額は、通則法６５条１及び２項、地方税法附則９条の４第２項、並びに同附則９条の

９第１及び３項の規定に基づき、１８年８月課税期間更正処分により原告が新たに納付すべき

こととなった消費税等の額１３８５万円（当該更正処分による納付すべき消費税等の額２１３

３万２０００円〔別表Ａの第２表参照〕のうち１８年８月課税期間当初更正通知書における納

付すべき消費税等の額７４７万６５００円〔別表Ａの第２表参照〕を超える部分。ただし、通

則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対して１

００分の１０の割合を乗じて算出した金額１３８万５０００円と、１万円未満の端数金額を切

り捨てる前の新たに納付すべき消費税等の額１３８５万５５００円のうち１８年８月課税期

間に係る期限内申告税額に相当する金額７９３万４７００円（別表Ａの第２表参照）を超える

部分の金額５９２万円（ただし、同法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切

り捨てた後のもの。）に１００分の５の割合を乗じて算出した金額２９万６０００円との合計

額である。 

(3) １９年８月課税期間（別表２(3)⑨欄）              １５０万５０００円 

上記金額は、通則法６５条１及び２項、地方税法附則９条の４第２項、並びに同附則９条の

９第１及び３項の規定に基づき、１９年８月課税期間更正処分により原告が新たに納付すべき
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こととなった消費税等の額１２６７万円（当該更正処分による納付すべき消費税等の額２０５

８万５１００円〔裁決により一部取り消された後のもの。別表Ａの第３表参照〕のうち期限内

申告納税額７９１万１３００円〔別表Ａの第３表参照〕を超える部分。ただし、通則法１１８

条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対して１００分の１

０の割合を乗じて算出した金額１２６万７０００円と、１万円未満の端数金額を切り捨てる前

の新たに納付すべき消費税等の額１２６７万３８００円のうち１９年８月課税期間に係る期

限内申告税額に相当する金額７９１万１３００円（別表Ａの第３表参照）を超える部分の金額

４７６万円（ただし、同法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後

のもの。）に１００分の５の割合を乗じて算出した金額２３万８０００円との合計額である。 

２ 本件各賦課決定処分の適法性 

本件において被告が主張する本件各課税期間の消費税等に係る過少申告加算税の額は、前記１

で述べたとおり、それぞれ、１７年８月課税期間につき１１５万００００円、１８年８月課税期

間につき１６８万１０００円、１９年８月課税期間につき１５０万５０００円であるところ、こ

れらの金額は、いずれも本件各賦課決定処分における過少申告加算税の額（別表３(1)ないし(3)

各③欄）と同額であるから、本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。 

以  上 
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（別紙３） 

争点に関する当事者の主張の要点 

第１ 本件各金員に係る所得が所得税法２８条１項に規定する給与等に係る所得に該当するか否か

（争点１）について 

１ 被告の主張の要点 

(1) 給与所得の意義と給与所得該当性の判断基準 

ア 給与所得の意義 

所得税法２８条１項の規定内容からすると、そこに給与等として例示されたものの性質か

ら帰納的に給与所得の概念が把握されることになるというべきところ、給与所得については、

一応「個人の非独立的ないし従属的な勤労（人的役務提供）の対価としての性質をもった所

得」と定義できると解されており、雇用関係に基づいて被用者が労務提供の対価として雇用

主から受ける報酬に限らず、それより広く一定の勤務関係に基づいて受ける報酬（会社との

間で委任関係にある役員が会社から受ける報酬、国会議員が受ける歳費等）もその範囲に含

まれている。 

イ 給与所得と事業所得との区別 

人的役務の提供から生ずる所得には、給与所得のほかにも事業所得（場合によっては雑所

得）があるところ、給与所得は、非独立的ないし従属的な勤労の対価という性質を有してい

るのに対し、事業所得は、自己の計算と危険において行われる業務の対価という性質を有し

ており、両者は、対照概念をなしている。これらの間には、判別の難しい領域があることか

らすると、人的役務の提供から生ずる所得が給与所得に該当するか否かを判断するに当たっ

ては、その対照概念としての事業所得（場合によっては雑所得）の意義をも踏まえて、当該

役務の内容を考察すべきである。 

そして、最高裁昭和●●年（○○）第●●号同５６年４月２４日第二小法廷判決・民集３

５巻３号６７２頁（以下「最高裁昭和５６年判決」という。）は、給与所得と事業所得の区

別について、「判断の一応の基準」であると断った上で、事業所得が、「自己の計算と危険

において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的

地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」であるのに対し、給与所得は、「雇傭契

約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使

用者から受ける給付」であるとし、さらに、給与所得については、「給与支払者との関係に

おいて何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供が

あり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」と判

示している。各種の人的役務の提供の対価が給与所得か事業所得かいずれに該当するかにつ

いては、上記判示を参照しつつ、具体的な役務提供契約の種々の側面を考慮して判断しなけ

ればならない。 

ウ 給与所得該当性の判断基準 

(ｱ) 最高裁昭和５６年判決と平成１７年の最高裁判決 

前記イのとおり、最高裁昭和５６年判決は、給与所得該当性の判断基準を、いわゆる従

属的な労働提供の対価か否かに加えて、非独立的な労務提供の対価か否かも判断基準とな

る旨を示し、従属性ないし非独立性をその判断要素としているところ、これらの各判断要



30 

素がいずれも給与所得該当性の判断に当たって不可欠な要素であるのか、また、両者が判

断要素として等しい重要性を有するのかといった点についてまでは、同判決は明らかにし

ていないと解される。 

ところで、外国親会社から日本子会社の代表取締役に付与されたいわゆるストックオプ

ションを行使して得られた権利行使益の所得区分が争点となった最高裁平成●●年（○○）

第●●号同１７年１月２５日第三小法廷判決・民集５９巻１号６４頁（以下「最高裁平成

１７年判決」という。）は、「本件権利行使益は、雇用契約又はこれに類する原因に基づ

き提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法２８条１項所

定の給与所得に当たる」と判断している。会社の代表取締役は、その提供する労務の従属

性が希薄であるといわざるを得ないが、その報酬が給与所得に該当することに争いはない

ところ、同判決の判示内容に照らせば、従属性よりも非独立性が給与所得該当性の基本的

な判断要素であるものと考えられる（最高裁判所判例解説民事篇平成１７年度(上)・５６

頁参照）。 

(ｲ) 従属性と非独立性の関係 

ａ 最高裁昭和５６年判決でいう従属性とは、「時間的、空間的拘束を受け」「他人の指

揮監督に服する」ことを典型例とする、労務提供の態様に関する基準であると理解する

ことができる。このような従属性の基準に該当する事実は、これが認められる場合には

給与所得該当性を外形的に判断することが可能であるため、事案によっては、所得が給

与所得と判断される重要な要素となり得る。すなわち、従属性は、それが明瞭であれば

そこでの支払等が給与所得に該当するという結論を導きやすくなり、また、従属性を示

す事実である、時間的、空間的な拘束や指揮命令に服するなどの労務提供の具体的態様

は、そこで行われている労務提供とその対価の支払という経済活動が労務提供者から見

て独立的に行われていないことを明らかに表す指標としての性格を有していると考えら

れることから、従属性の要素が強く認められる場合、その労務の非独立性が推認される

（最高裁平成●●年（○○）第●●号同１３年７月１３日第二小法廷判決・裁判集民事

２０２号６７３頁〔以下「最高裁平成１３年判決」という。〕参照）。その意味で、従

属性それ自体は、給与所得該当性の判断要素としては、重要な要素ではあるが、後述の

とおり、従属性が希薄であることをもって、給与所得該当性を否定すべきではない。 

ｂ 最高裁昭和５６年判決でいう非独立性とは、「自己の計算と危険において営まれてい

ないこと」という意味で用いられていると考えられる。「自己の計算と危険」による経

済活動であれば、収入の有無やその金額の増減についての危険を当該納税者が負担する

ことになるから、これは収入の稼得態様に係わる判断基準であるといえる。 

例えば、①京都地方裁判所昭和５６年３月６日判決・行政事件裁判例集３２巻３号３

４２頁（甲２２）は、私立大学教授が他大学から得た非常勤講師料につき、あらかじめ

定められた内容の労務を提供している限り、その具体的な内容によって収入が増減する

危険を受領者が負担していないという事実関係を前提に、給与所得該当性を認め（この

判断は、控訴審である大阪高裁昭和５７年１１月１８日判決・行政事件裁判例集３３巻

１１号２３１６頁〔甲２１〕においても維持され、控訴審において判決が確定している。

これらの判決を総称して「私立大学非常勤講師事件判決」という。）、②また、神戸地

方裁判所平成元年５月２２日判決・税務訴訟資料１７０号３１５頁（乙２０。以下「医
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大教授指導料事件判決」という。）は、病院が医大の教授に指導料名目で支払った金員

につき、同教授が１か月に数回程度、医療法人の経営する病院を訪問して指示、指導等

を与えていたが、これらの指示、指導等は電話でもされていたという上記①の事案と比

較しても従属性が相当希薄と考えられる事案において、提供した労務に係る成果や不利

益の帰属という非独立性に係る事情を主要な判断要素として、給与所得該当性を認めて

いる。 

ｃ 以上のとおり、従属性と非独立性とは異なる内容を持つ基準であり、従属性は、外形

的に判断することが可能な給与所得該当性の判断要素ではあるものの、従属性が希薄で

あることから直ちに給与所得に該当しないことになるのではなく、従属性が希薄な場合

であっても、非独立性が明らかであれば給与所得と判断するのが相当である。 

(2) 本件各金員の給与所得該当性について 

ア 本件講師等の役務提供には非独立性が認められること 

(ｱ) 本件講師等は自己の計算と危険により役務を提供しているとはいえないこと 

ａ 本件塾講師は、本件塾講師基本契約書の約定に基づき、原告が発行した本件塾講師確

認書で指示を受けた本件教育機関等において、特定の時限に講義を行い、また、本件家

庭教師は、本件各家庭教師契約書で決められた指導期間、指導回数、指導時間及び指導

スケジュール等に基づき、特定の場所で特定の時限に個人指導の業務に従事する。そし

て、本件講師等に支払われる金員の額は、指導の成果の程度や講義内容の優劣によって

増減せず、従事した時間に応じて支払われるものであって、本件各顧客が原告に支払う

金員の額とも直接的な関係はない。したがって、本件講師等は、収入の有無や金額の増

減についての危険を負担することはなく、本件各金員は、本件講師等の計算と危険によ

らない非独立的に提供される労務の対価であるというべきである。 

ｂ 他方、本件教育機関等が原告に対して本件塾講師の労務の提供につき支払う金員は、

原告と本件教育機関等との間で締結される本件登録規約によって決定され、また、本件

登録規約には、派遣される講師名の記載がなく、契約に基づく危険は原告と本件教育機

関等が条件に応じて負担することとされており、本件各顧客の債務不履行による危険は

原告が負う。さらに、本件塾講師は、原告との契約に基づき本件教育機関等において労

務を提供するが、原告との契約に基づいて労務の対価を得るだけであって、本件塾講師

の労務の提供のレベルに応じて本件教育機関等の満足度が変動することにより、本件教

育機関等が支払う委託報酬が改訂されたとしても、報酬額の増減による利益ないし負担

は原告に帰属することになるのであって、本件塾講師がその労務の提供により本件教育

機関等から直接に利益を得たり損失を被ったりすることはない。 

ｃ 前記ａ及びｂで述べたことは、本件家庭教師の労務の提供に対する金員の支払におい

ても同様であり、本件家庭教師は、原告との契約に基づき本件会員の指定する場所で労

務を提供するが、その労務の提供により本件会員から得られる収入ないし所得は全て原

告に帰属し、本件家庭教師は原告との契約に基づく労務の対価を得るだけであり、その

対価が指導の成果の程度により増減するものではない。 

ｄ 以上のとおり、本件講師等は、自己の計算と危険により労務提供を行うものではなく、

その役務提供に非独立性が認められることは明らかである。 

(ｲ) 本件講師等は業務の遂行上必要な費用を基本的に負担していないこと 
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本件塾講師は、本件教育機関等ないし原告との契約において、その業務の遂行等に当た

り、通常必要と認められる物を本件教育機関等から貸与され、交通費も原告から支給され

ることとなっており、また、本件家庭教師も同様に、本件会員ないし原告との契約におい

て、その業務の遂行に必要なテキストの引渡しと交通費の支給を受けることとなっている。

そして、原告において行った本件講師等に対するアンケート（甲４６の１～４参照）の集

計結果（このアンケートないしその集計結果を以下「本件アンケート」という。）におい

ても費用負担に関する質問に回答した本件講師等の３７名が何らの必要経費も要してい

ないとしており（甲４６の３・Ｑ２４・８頁）、本件講師等は、業務の遂行上必要な費用

を基本的に負担していないものというべきである。 

イ 本件講師等の役務提供には従属性をも肯定できること 

(ｱ) 本件講師等は原告の指揮監督に服していること 

ａ 業務遂行に当たり、本件講師等は直接又は間接に原告の指揮監督を受けていること 

(a) 原告は、本件塾講師を登録管理し、本件教育機関等に本件塾講師を送る際には、

本件塾講師に対し、模擬授業などの研修を行い、本件教育機関等の面接を受けさせ、

原告との契約において業務を行う場所や時間を指定する。また、原告は、本件塾講師

が本件教育機関等において業務を遂行している間も、原告の指定する様式、指定する

方法により業務に従事した時間を報告することを義務付け、講義の変更・中止などが

あった場合はその内容の指示連絡を行うこととしている。さらに、原告は、本件塾講

師に対し、雇用条件、研修内容等の漏洩や本件教育機関等との契約終了後３年間の直

接契約、業務内容の変更及び契約期間満了前の辞任を禁止する一方、原告は、本件教

育機関等から申出を受けた場合、本件塾講師との契約を解除できることとしている。 

(b) また、原告は、本件家庭教師についても、登録管理し、本件会員に本件家庭教師

を送る際には研修を行い、本件会員の面接を受けさせ、業務を行う場所や時間を指定

する。また、原告は、本件家庭教師に対し、業務遂行期間中において、原告の講師で

あることを示す講師登録証の携帯及び訪問先での提示を指示し、原告の指定する方法

により業務遂行の状況を報告することを義務付け、その報告書を持参させて研修を行

うこととしているとともに、委託条件、研修ノウハウの漏洩、契約期間中の辞任を禁

止するなど、その契約内容は本件塾講師とおおむね同様のものとなっており、前記（a）

で述べた事情は、本件家庭教師にも当てはまる。 

(c) なお、本件各顧客から原告に対して学習指導、個人指導等の業務の依頼があった

場合に、原告と本件各顧客との契約に対応して原告と本件講師等との契約が締結され

ることから、本件講師等には、その業務時間や業務場所について裁量の余地はなく、

包括的に諾否を選択するしかないのであって、上記契約の締結に当たって、本件講師

等に諾否の自由があるか否かは、当該契約に基づく本件各金員の給与所得該当性の判

断には関係がない。その点をおくとしても、原告が本件講師等に支給する報酬の単価

は、原告から提示され、本件講師等は原告の提示する条件を包括的に受託するか否か

を選択するしかないものである（このことは、証人Ｊ〔以下「Ｊ」ないし「証人Ｊ」

という。〕の証言からもうかがえるところである。）。 

(d) 以上のとおり、本件講師等は、直接又は間接に原告の指揮監督を受け、原告から

派遣された講師又は家庭教師として、原告の業務に従事し原告に対して役務の提供を
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しているのであって、本件講師等は、原告に従属して、その役務提供の対価として本

件各金員を受けているものというべきである。 

ｂ 原告が本件講師等に対して研修、指導を行っていること 

(a) 原告は、本件講師等の業務遂行に当たり、種々の機会を捉え研修を行い、また、

本件各顧客の要望に応じて本件講師等を指導している。すなわち、原告は、本件塾講

師の登録時又は講師候補者となったときに研修を行い、講師としての必要な心構えや

ノウハウを指導することとしている。また、本件各家庭教師契約書４条５項では、契

約上も研修を受けることが本件講師等の義務とされている。 

原告は、「民間教育機関及び公的教育機関への授業及び講座の請負業務」、「受験

生を対象とする訪問指導」、「学習塾の経営」などの業を行うことを目的としている

ところ、本件各顧客の要求に応えるためには、一定の水準の講師等を育成しなければ

ならないのは、当然の理であり、常に技能向上のために研修が必要であるし、講師の

レベルに応じた指導も必要不可欠である。 

(b) この点、原告は、原告のホームページ等は、本件各処分に係る事業年度以前に顧

客へのＰＲ用となることも意図して作成したものであり、処分年次の実態と異なる部

分が多く、実際に原告が行っている内容を記載したものではないと述べた上で、本件

講師等に対して、実際には何も研修、指導は行っていない旨主張し、証人Ｉ（以下「Ｉ」

ないし「証人Ｉ」という。）、証人Ｊ及び証人Ｋ（以下「Ｋ」ないし「証人Ｋ」とい

う。）の各証言にも、これに沿う部分がある。 

しかし、原告の上記主張は、原告と本件講師等との間の契約書で研修を行うことが

定められていること、本件講師等に対して原告が研修を施している旨のホームページ

の掲載が現在も変更されていないこと、本件アンケートにおいて本件講師等が研修を

受けたと回答していること等と矛盾する上、上記３名の証言もこれらの者の立場等に

照らし直ちに信用し難いものというべきことに照らし、採用し難いものというべきで

ある。 

(ｲ) 本件講師等は原告との関係において空間的、時間的に拘束を受けていること 

ａ 本件塾講師が業務を行う時間や場所は、本件教育機関等の事情により決定されるとこ

ろ、本件塾講師は、本件教育機関等から当該業務を受託した原告との契約に基づいて、

原告から指定された業務時間や業務場所において業務に従事することになるのである

から、その業務時間や業務場所の決定について裁量がない。また、本件塾講師は、月末

までの業務遂行の状況について、翌月１日までに、原告に報告することが義務付けられ

ている。 

ｂ 本件家庭教師も同様に、業務を行う時間や場所は、本件会員の事情により決定される

ところ、本件家庭教師は、本件会員から当該業務を受託した原告との契約に基づいて、

原告から指定された業務時間や業務場所において業務に従事することとなるのである

から、その業務時間や業務場所の決定について裁量がない。また、本件家庭教師は、月

末までの業務遂行の状況について、翌月３日までに、原告に報告することが義務付けら

れ、報告遅滞の場合には指導料が減額されるおそれもある。 

ｃ 原告は、このような契約に基づき、本件講師等の業務従事状況及び時間を管理してい

るのであり、本件講師等は原告との関係において空間的、時間的に拘束を受けているこ
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とは明らかである。 

(ｳ) 本件講師等において自らの判断で代行者を立てることは許されないこと 

ａ 労働に従事するのが誰であるかを特定することは、「労働に従事する」ことを目的と

する雇用契約においては重要な要素であるのに対し、「仕事の完成」を目的とする請負

契約では重要な要素ではない。民法６２５条２項は、このような雇用関係の人的関係と

しての特質を受けて、「労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者

を労働に従事させることができない」と規定しているものであって、役務提供者の代替

性がないことは、役務提供に対する対価の給与所得該当性を肯定する一つの重要な要素

である 

ｂ 原告は、本件塾講師について、登録制度を設け、面接、研修等を行い、講師候補者を

選定し、本件教育機関等の面接を経た上で、業務に従事する本件塾講師を特定する。そ

して、本件塾講師は、業務に従事する期間、原則、辞任することはできないとされてお

り、本件塾講師による代講の依頼は、原告に対してしなければならないとされている。 

また、原告は、本件家庭教師についても同様に、登録制度を設け、家庭教師候補者を

選定し、研修等を行い、本件会員の面接を経た上で、業務に従事する本件家庭教師を特

定する。そして、本件家庭教師は、契約締結後、原則、辞任することはできないとされ

ており、本件家庭教師がやむを得ない事情により臨時の変更をしたいときには、原告に

連絡した上で、行わなければならないとされている。 

以上のとおり、原告と本件講師等との契約関係では、本件講師等が自分だけの判断に

より代行者に役務提供を行わせることは許容されておらず、本件講師等には代替性がな

いのであり、この点からも、本件講師等の役務提供の従属性が根拠付けられる。 

ウ まとめ 

以上のとおり、①本件講師等は自己の計算と危険により役務提供しているとはいえないこ

と、②本件講師等は業務の遂行上必要な費用を基本的に負担していないこと、③本件講師等

は原告の指揮監督に服していると認められること、④本件講師等は原告との関係において空

間的、時間的な拘束を受けていること、⑤本件講師等は自らの判断で代行者を立てることは

許されないことを併せ考えると、原告と本件講師等との間の契約は、「雇用契約及びこれに

類する原因」に該当するものというべきであり、原告から本件講師等に支払われる本件各金

員は、本件講師等が原告に対して提供した非独立的ないし従属的な労働の対価として支払わ

れたものというべきである。したがって、本件各金員に係る所得は、所得税法２８条１項に

規定する給与等に係る所得（給与所得）該当する。 

２ 原告の主張の要点 

(1) 所得税法２８条１項が定める給与所得の意義及び判断基準 

ア 最高裁昭和５６年判決の意義 

所得税法２８条１項は、「給与所得」について「棒給、給料、賃金、歳費及び賞与並びに

これらの性質を有する給与」と給与の例示を列挙するのみで、その実質的な定義を与えてい

ないところ、最高裁昭和５６年判決は、「給与所得」の意義について、「給与所得とは雇傭

契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として

使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係

において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供
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があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。」と

判示している。 

これを本件についてみると、後に述べるとおり、①本件各金員は、雇用契約又はこれに類

する原因に基づくものではないこと、②本件講師等は原告の指揮監督に服していないこと、

③本件講師等は原告との関係において空間的、時間的な拘束を受けていないことからすれば、

本件講師等が原告から支払を受けた本件各金員が給与所得に該当しないことが明らかであ

る。 

イ 最高裁平成１７年判決について 

最高裁平成１７年判決は、米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が、親会社であ

る米国法人から付与されたいわゆるストックオプションを行使して得た利益について、雇用

契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたも

のであるから所得税法２８条１項所定の給与所得に該当すると判示したものであるが、所得

税法２８条１項の給与所得該当性について一般的な法理を判示したものではなく、飽くまで、

法令上明文がなく、解釈論として争いがあった、外国親会社が日本子会社の役員に付与した

ストックオプションの権利行使益の所得区分を判断するに当たって必要な所得税法２８条

１項の解釈及び適用を行い、その結論を示したものにすぎない。 

そして、①本件は、原告が本件塾講師等との間の業務委託契約に基づき、本件講師等が本

件各顧客のもとで教育指導をしたことの報酬として本件塾講師等に対して支払った本件各

金員につき、原告に源泉徴収義務があるか否かが争われている事案であって、最高裁平成１

７年判決とは事案が全く異なる上、②最高裁平成１７年判決においては、外国親会社が日本

子会社の役員に付与したストックオプションで得られた権利行使益の所得区分（給与所得か

一時所得か）が問題となっていたのに対し、本件は、原告に源泉徴収義務があるか否かを判

断する前提として、本件各金員が給与所得に当たるのか（事業所得ないし雑所得に当たるの

か）否かが問題になっており、争点も全く異なる。したがって、本件は、最高裁平成１７年

判決の射程外であることが明らかである。 

ウ 被告の主張の誤り 

(ｱ) 被告は、所得税法２８条１項が定める給与所得の要件について、給与所得該当性の判

断に当たり、非独立性と従属性のうち、より重要なのは非独立性であり、非独立性が認め

られる場合、従属性が希薄であっても、給与所得該当性が認められるなどと主張する。 

しかしながら、所得税法２８条１項の給与所得該当性の判断においては、「雇用契約な

いしこれに類する原因」があるといえるか否か、「労務の対価」といえるか否かといった

要件の判断をしなければならない以上、こうした雇用類似要件や労務の対価要件などを判

断するに際して、少なくとも「従属性」があるか否かを判定しなければならないといえる。

この点については、給与所得に求められる「労務の対価としての性質」を考えれば明らか

であり、「従属性」は、給与所得か否かを判断するに当たって、必要不可欠の要件である

というべきである。租税法の一般的な教科書等を見ても、所得税法２８条１項の給与所得

の要件については、非独立性とともに「従属性」も挙げられるのが通常であり、被告が主

張するように、従属性が希薄であってもよいなどといった議論はなされていないのであっ

て、被告の上記主張は、独自の見解にすぎないものというべきである。 

(ｲ)ａ 給与所得の要件のうち、非独立性要件は、「非独立」という言葉が「独立していな
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い」という意味を表すとおり、「独立」した役務提供の対価である「事業所得」（所

得税法２７条）との区別をするための要件である。なぜなら、事業所得の要件である

「事業」とは、「自己の危険と計算において独立的に営まれる業務で、営利性、有償

性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるもの」

をいうと解されているからである。 

ｂ このように、事業所得との区別という意味で「非独立性」要件が導かれるものであ

るが、事業所得に該当しない所得が全て給与所得になるのではなく、例えば、雑所得

に該当する場合でも給与所得には該当しないことになる。この点、雑所得は、１０種

類の所得区分のうち他の９種類の所得に該当しないという消極的な要件のみをもつ所

得（バスケット条項）であるため、雑所得との区別をするためには、給与所得の積極

的な要件を打ち立てる必要がある。そこで、事業所得との区別という消極的な意味で

の給与所得の要件として「非独立性」が求められるだけでなく、雑所得との区別など

も含めた、より積極的な意味での給与所得の要件として、その性質から、上記のとお

り「従属性」要件が求められることになる。 

また、そもそも、給与所得は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、指揮命令

を受けて提供した労務の対価をいうものと解されているのであって、この点において、

給与所得の本質的な性質として、「従属性」要件が必要になるのである。この意味で、

最高裁昭和５６年判決は、「給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係に

おいて何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の

提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければなら

ない。」と判示しているものと考えられる。なお、最高裁平成１７年判決によっても、

「雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給

付されたもの」と判示しており、「雇用契約又はこれに類する原因」という点におい

て、やはり「従属性」が求められているというべきである。 

ｃ したがって、所得税法２８条１項は、給与所得の性質から、当然に「従属性」を一

つの要件として予定しているというべきであり、被告が主張するように、従属性が「希

薄」であっても「非独立性」があればよいと解することはできない（甲４０参照）。 

(2) 本件各金員が雇用契約及びこれに類する原因に基づくものでないこと 

ア 原告と本件講師等との間の契約は、（再）業務委託契約であって、雇用契約に該当しない

ことは明らかである。 

原告と本件講師等との間の契約に係る契約書を検討すれば、原告と本件講師等の契約を、

雇用契約であると考える根拠は一切なく、これらとは明確に区別された業務委託契約と考え

るのが自然で、かつ、合理的である。上記の契約書には、標題を含めて「業務委託」との語

が用いられているほか、本件講師等の契約期間内の辞任が禁止されていること（甲６・７条

５項、甲７及び８・４条４項）等個別の条項も業務委託契約の性質を示しており、かつ、始

業及び終業の時刻や所定労働時間や休憩時間、休日又は休暇に関する事項といった雇用契約

においては必須の条項が全く見られないからである（甲５～８、乙１の１・２）。 

イ 次に、最高裁昭和５６年判決にいう「これに類する原因」とは、民法が定める雇用契約に

類似するような契約関係がある場合をいうのであり、委任契約とはいいながらも、実際には

会社に勤務する取締役その他の役員などのように、雇用契約に類似した契約関係がある場合
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に限られるのであって、委任（民法６４３条）、準委任（同法６５６条）及び請負（同法６

３２条）といった雇用契約と明確に区別される契約類型を、その内容のいかんを問わず全て

包含することを意図したものではない。 

ウ 原告と本件講師等との間の契約（甲２、５～８）においては、既に述べたとおり契約書の

標題が「業務委託契約」であることが明記されているほか、個別の契約内容についても、本

件塾講師確認書（甲５）では、柱書きに「この度は（株）Ｅからの業務委託依頼を受託いた

だき、誠にありがとうございます。以下の業務依頼の内容を確認させていただきますので、

ご確認後、ご署名、ご捺印の上、ＦＡＸ・郵送にてご返信いただきます様お願い申し上げま

す。」と記載されており、「家庭教師業務委託契約書（学生）」（甲７）では、柱書きに「株

式会社Ｅ（以下甲とする）と  （以下乙とする）は会員（以下丙とする）の生徒に対して、

以下の業務委託について契約する。」と記載されており、「家庭教師業務委託契約書（社会

人）」（甲８）についても同様である。一方、これらの契約書においては、雇用契約に必須

の条項、例えば、勤務地に関する定め、始業及び終業の時刻や所定労働時間、所定労働時間

を超える労働の有無や時間外勤務手当の金額、休憩時間・休日・休暇に関する事項、賃金に

関する事項（賃金の昇給及び賞与を含む）、表彰及び制裁に関する事項（労働基準法１５条

及び労働基準法施行令５条１項各号）の条項は、一切定められていない。 

エ 最高裁平成１３年判決は、Ｌ組合の組合員に支払われた金員が給与所得に該当するか否か

の判断に際しては、支払の原因となった法律関係についての当事者の意思ないし認識を考慮

すべき旨判示しているところ、本件における契約当事者の意思ないし認識面について検討す

ると、原告及び本件講師等は、上記のような内容の契約書に記名捺印しているほか、原告は、

雇用契約を締結している従業員については就業規則を適用する一方で、本件講師等について

は就業規則を定めていないなど、明確に異なった取扱いをしている。なお、原告のホームペ

ージ等においては、本件講師等につきマニュアルに基づく研修を行うかのような記載が見ら

れるが、本件各処分年月当時の実態としては、そのような研修は行われていない。 

加えて、原告に対する過去の数度の税務調査においても、当該調査を担当した渋谷税務署

職員らは、本件各金員の性質について調査し、結論としては給与所得としない取扱いを是認

した上で、原告が本件講師等に対して所得税の申告を勧奨すること及び当該申告を補助する

ため支払金額を記載した書面を発行することを指示及び指導し、原告はこれを受けて、本件

講師等に対し、所得税の申告を勧奨するとともに、業務委託代金であることを明らかにする

明細表まで送付していた。以上からは、原告及び本件講師等において、両者の間の契約関係

が「雇用契約及びこれに類する原因」であるなどという意思ないし認識であったとは考えら

れない。 

オ 以上のとおり、形式的に見ても、実質的に見ても、原告と本件講師等の間には、雇用契約

とは明確に区別された業務委託契約があるのみで、原告及び本件講師等は契約書記載の義務

を単に履行しているにすぎず、これとは別に雇用契約及びこれに類する原因に特有な事情は

認められないのであるから、「雇用契約及びこれに類する原因」と評価することはできない。 

(3) 原告と本件講師等との間に指揮命令関係（従属性）がないこと 

ア 原告が本件講師等を業務の開始に当たり指揮監督していないこと 

「指揮命令」があるというためには一定の上下関係が認められなければならない。そして、

通常、企業等における雇用契約において、雇用者又はその組織において上位の地位に立つ者
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から業務の指示を受けた場合、それについて、一般に諾否の自由があることは考えられない。

しかし、本件講師等については、当初、原告が受託している様々な業務のうち特定の業務と

結び付くことなく、原告が顧客から受託した業務について広く受託する可能性がある者とし

て一括して登録がされ、原告は、本件各顧客から一定の業務を受託すると、上記登録をした

者のうちからそれを委託する者を探して、自ら受託した業務を委託することになるのである

が、原告から委託の打診を受けた本件講師等は、必ずしも当該業務を受託する必要はなく、

自由にその諾否を決定することができる（本件講師等が原告の紹介を断ったとしても、何ら

かの処分等を受けることは一切ない。）。また、原告が本件各顧客から依頼された学習指導

等の業務が本件講師等に再委託されるか否かは、原告ではなく本件各顧客に選択決定権があ

るものであって、原告が本件講師等に一方的に指示又は命令をするものではない。 

なお、被告は、本件講師等は、原告が一方的に決定した業務期間、業務場所及び業務遂行

の対価の額について、これらを包括的に承諾するか否かを選択するしかないなどと主張する

が、本件講師等は、原告との個別業務委託締結に際し、業務期間、業務場所及び業務遂行の

対価といった契約条件についても交渉をし、条件が変更されることもある。 

イ 原告が本件講師等に対して業務遂行上の指揮監督をしていないこと 

本件講師等は、原告から受託して行う塾講師又は家庭教師等の業務の内容について、原告

から指示や命令を受けていない。すなわち、原告は、本件講師等に対し、各教科の教育内容

はもちろん授業の進め方等のノウハウについても研修を行っておらず、原告作成の指導マニ

ュアルについても、実際には、ほとんど本件講師等に渡されることがないのであって、本件

講師等は、原告の作成したカリキュラムに従って統一的に同内容の授業を行ったり、原告の

開発したノウハウに基づいて同様のスタイルで授業を行ったりすることはない。原告は、基

本的には、いわばプロの教員である本件講師等に対して、それぞれが自らの方法によって講

義や指導を行うことを期待して業務を委託しているのであり、本件講師等も自助努力によっ

て得た専門知識やノウハウに基づき業務を遂行しているのであって、原告は、本件講師等に

対し、業務遂行上の指揮監督をしていないし、その能力もない。 

なお、私立大学非常勤講師事件判決は、専門性を有する業務であっても（それゆえに指揮

監督が希薄であっても）、その報酬の受給態様について、「夏季、冬季等の休暇中でも支給

され、休講等があっても減額されることなく、講義の優劣等はその増減の対象となっていな

い」場合には、給与所得と評価することができる旨明らかにしたものにすぎないところ、本

件各金員については、休講があればその分減額となるし、講義の優劣等によってその額は増

減するから、本件は、専門性以外の点で同判決とは事案が大きく異なり、同判決は、本件に

おける被告の主張を基礎付けるものとはいえない。 

ウ 委託業務の内容について本件講師等の裁量が大きいこと 

前記イのとおり原告が本件講師等に対して業務遂行上の指揮監督をしていない結果、委託

業務の遂行に当たっては、本件講師等の裁量が大きくなっており、学習指導に当たり、当該

科目をどのように教えるか、時間配分をどうするかといったカリキュラムの設定等具体的な

業務遂行は、本件講師等の裁量に委ねられている。 

エ 本件講師等は、原告との関係において空間的、時間的な拘束を受けないこと 

本件家庭教師においては、本件会員と相談の上、時間及び場所を当初予定されていたもの

から変更して業務を行うことも可能であるし、本件塾講師においても、本件教育機関等との
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協議によって同様のことは可能となっている（現に、本件各顧客の必要に応じて、時間及び

場所が決定され、原告には事後的に報告されるのみである。）。また、本件講師等には採点

業務を受託した者も含まれるが、採点業務では答案１枚ごとに報酬単価が設定されているこ

とに加え、業務時間及び業務遂行場所自体を担当する本件講師等が任意に決定することがで

き、原告の指図を受けない。以上のように、委託業務の遂行について、本件講師等の裁量が

大きいことも、原告が本件講師等を指揮監督していないことを間接的に裏付けている。 

オ 本件講師等が原告以外の者から業務を受託すること等に制約がないこと 

雇用契約においては兼業が禁止されることが一般であり、また仮に許されるとしても、使

用者の許可にかかっているか、最低限届出を要するものとされているのが通常であるが、本

件講師等については、原告に専属していないばかりか、給与所得者として一般の会社に勤務

することも、原告と類似した事業を行う他の事業者に勤務したり、そのような事業者から業

務を受託することも、自ら学習塾や一般家庭等と直接契約して業務を行うことも、原告の行

う教育関連事業とは全く異なる事業を行うことも可能であって、原告は、本件講師等の行う

活動について、何ら制約を課していない。このことも、原告と本件講師等との関係を考察す

る上では重要な要素である。 

カ 小括 

以上のとおりであるから、原告と本件講師等の間には、指揮命令関係（従属性）は一切な

いというほかない。 

(4) 本件講師等は受託業務に関し「独立性」を有していること 

既に述べたとおり、人的役務の提供による所得のうち、その役務が「独立性」を有している

か否かは、給与所得の消極要件であるというべきところ、この「独立性」は、業務が自己の危

険と計算において独立的に営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と

社会的地位とが客観的に認められるものか否かにより判断される。本件講師等の役務提供（業

務）については、前記(3)で挙げた要素、具体的には、業務受託に際し諾否の自由があること、

業務内容に本件講師等の裁量が大きいこと、他の業務受託に制限がないことも、本件講師等が

「独立性」を有していることの証左であるが、以下のことからも、本件講師等が業務を自己の

計算と危険において独立的に営んでおり、「独立性」を有していることは明らかである。 

ア 本件講師等には費用負担があること 

本件講師等は、その業務を遂行するためのテキスト代、ノート代、問題集及び参考書代、

プリント代、文房具などの消耗品やパソコン関連費用、コピー機器等の各種費用全部を負担

しており、原告が負担することはない。これらの費用は、本件講師等が受ける報酬とは連動

せず、本件講師等は自らの判断においてその支出をしている（これらの費用を本件各顧客が

負担することがあっても、原告が負担することはない。）。また、本件講師等は、原告に対

し、講師証発行費用（登録手数料に相当する）１０００円及び本件各金員の振込手数料を負

担している。さらに、原告に対する指導報告書の提出が遅延した者については指導料が１

０％差し引かれ、本件会員から本件家庭教師の交代の申出等があった場合は、その時点でそ

の者による指導が打ち切られるなど、本件講師等は、給与所得者であるとすれば決して負担

することのない危険負担をしている。本件講師等が原告との間の契約に基づき得る本件各金

員とこれを得るために要する費用との比率は、個々の本件講師等によって異なり、中には費

用が本件各金員の額を上回る者もいると考えられるが、このことは本件各金員が給与所得に
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該当しないことの根拠となる。 

イ 本件各金員の額は、個人の実績や経験を前提にランク別契約別の金額に指導時間を乗じて

計算され、役務提供の質による利益の較差が大きいこと 

本件講師等の報酬（本件各金員）は、本件講師等の受託した講義等の「単価」に授業等の

時間を乗じて計算されるが、上記の単価は、それぞれの本件講師等の経験及び実績を基にし

たランク別に、原告とそれぞれの本件講師等との間で締結する個別の契約ごとに個別的に決

定されるものであって、その額は、個別の本件講師等の経験及び能力を反映しており、一般

企業の従業員の場合における年次の違いや給料の等級の高低による差異、あるいは、能力給

の場合における大小の開きでは説明できない相当程度の大きな差異がある。また、上記報酬

の額は、同一の本件講師等においても、個々の契約の都度、原告との交渉によって決定され、

契約ごとに単価が異なり、同一人が同一の業務を行った場合でも額に差異が生ずるのであっ

て、そのような差異は、そもそも従業員に適用されるところの給与規程や業務の内容の違い

だけで説明できるものでもない。このように、本件各金員は、誰がどの本件各顧客の業務を

するかによってその額に大きな差異が生まれることからしても、給料では通常あり得ず、こ

のような特質は、請負人の請負代金や受任者の委託料においてこそよく見られるものである

（なお、報酬の額を時間を単位として算定することをもって、当該契約が雇用契約に類する

契約であるか否かを判断することはできないというべきである。）。 

ウ 本件各金員の額は原告が本件各顧客から受け取る委託報酬と連動していること 

本件各金員の額は、原告が受託元の本件各顧客から受領する委託報酬と連動している。す

なわち、本件講師等が行った業務の内容が仮に同一であったとしても、原告が受け取る報酬

が高額であれば、その分だけ本件各金員も高額になり、逆に原告の受け取る報酬が低額であ

ればその分だけ本件各金員も低額となり、本件講師等には、いわゆる固定給のごときものは

存在しない。 

本件講師等は、原告が委託を受けた本件各顧客に対して教育ないし教科指導の役務を提供

するが、これに対する報酬は原告に対して支払われるものであり、当該役務を遂行した本件

講師等に対する対価の支払義務者は原告であって、給与所得と判断された判例及び裁判例

（最高裁昭和５６年判決等）の事案と比較すると、業務の提供先とその対価の支払義務者が

１対１の関係にあるのではない点で、本件は大きく異なる。 

さらに、本件講師等の業務の遂行に本件各顧客が満足しなければ、本件各顧客と原告との

契約は解除され、その結果、原告と本件講師等の契約も解除される。 

このように、本件講師等の受け取る報酬は、原告の顧客から受け取る報酬に連動している

のであって、これらと無関係に給与として一定額が支払われるわけではない。 

(5) 本件各金員は源泉徴収制度が予定している所得に該当しないこと 

ア 給与所得とは、源泉徴収の対象となる所得であるから、ある所得が給与所得に該当すると

言い得るためには、当該所得が、源泉徴収制度が予定している所得に該当するものでなれば

ならず、ある所得が給与所得に該当するか否かの判断（給与所得該当性の判断）においては、

当該所得が、源泉徴収制度が予定している所得に該当するか否かの観点からも検討する必要

があるものというべきである（京都地方裁判所平成１４年９月２０日判決・税務訴訟資料第

２５２号順号９１９８〔甲５６〕参照）。 

イ 源泉徴収制度が予定している所得とは、源泉徴収の対象となる所得かどうかの認定判断が、
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一義的に明確、かつ、容易になされ得るもの（争いが生じ得ないもの）をいうものと解され

る。 

本件各金員は、被告の主張から明らかなように、給与所得に該当するか否かの判断に当た

って高度の事実認定を要するものであり、しかもその判断は、認定された事実を評価する者

によって異なるもの（争いが生じ得るもの）であることから、一義的に明確、かつ、容易に

判断がなされ得るもの（争いが生じ得ないもの）であるとは到底いえるものではない。そう

すると、本件各金員は、源泉徴収制度が予定している所得に該当しないことは明らかである

というべきである。 

(6) まとめ 

以上に述べたところからすれば、本件各金員に係る所得は、所得税法２８条１項に規定する

給与等に係る所得（給与所得）には該当しないものというべきである。 

第２ 本件において通則法６５条４項にいう「正当な理由」及び同法６７条１項ただし書にいう「正

当な理由」が認められるか否か（争点２）について 

１ 原告の主張の要点 

①原告は、本件各処分に係る税務調査よりも前に行われた税務調査（前々回の税務調査）にお

いては、所轄税務署である渋谷税務署の職員から、原告からの支払額の多い本件講師等のリスト

の提出を求められ、本件講師等に支払った本件各金員が事業所得に該当することを前提として、

本件講師等に確定申告を促すような施策をとるよう指導を受けていたものであり、②また、原告

においては、そのような指導に基づき、希望した本件講師等のみに対して報酬、料金、契約金及

び賞金の支払調書を出すこととしていた従前の取扱いを変更し、原告が支払をした全ての本件講

師等にこれを郵送するようにしたものである（以上のような事実があったことは、被告も否定し

ていない。被告準備書面(4)２５頁及び２６頁参照）。こうした税務調査における渋谷税務署か

らの具体的な指導があったため、原告はこれを信頼し、原告における税務処理は適正に処理され

ているものと理解していた。 

被告は、従前において処分がなかったことは原告の「法の不知」であり「正当な理由」を構成

しないと主張するようであるが、原告は、単に従前において処分がなかったことを理由に「正当

な理由」があると主張するものではない。実際に、本件各処分が行われる前の税務調査において、

調査を担当した渋谷税務署職員が事実関係について調査をした上で、業務委託契約を締結してい

る本件講師等については源泉徴収をする必要はない（本件各金員は給与所得には該当しない）と

の指導が渋谷税務署から原告に対してされたため、原告はその指導に従い、源泉徴収を行ってい

なかったのである。 

したがって、仮に本件各金員が所得税法上「給与所得」に該当するという判断がされる場合で

あっても、既に述べたような源泉徴収制度の観点に鑑みた原告の本件各金員の支払時における徴

収義務の存否の判断の困難性（前記第１の２(5)参照。なお、渋谷税務署においても給与所得で

ある旨の指導をしたのであるから、給与所得か否かという源泉徴収義務の存否の判断を、課税庁

自身も、過去の税務調査では誤っていたということになる。）に加えて、上記のような原告に対

する過去の税務調査における所轄税務署からの指導の内容、原告は当該税務署職員からの指導を

信頼して源泉徴収を行っていなかったことなどに鑑みれば、原告には、源泉所得税納付につき、

行政制裁としての不納付加算税を賦課すべきではない「やむを得ない事由」、すなわち「正当な

理由」（通則法６７条１項ただし書）が認められるというべきである。同様に、消費税申告につ
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き、過去における税務調査での指導に基づいた処理を行っていたにすぎない以上、原告には過少

申告加算税を賦課すべきでない「正当な理由」（通則法６５条４項）も認められる。そうすると、

本件各賦課決定処分は違法である。 

２ 被告の主張の要点 

(1) 「正当な理由」の意義 

源泉徴収による国税がその法定納期限までに納付されなかった場合に不納付加算税が徴収

され(通則法６７条１項)、また、消費税等については、修正申告がされた場合に過少申告加算

税を課する(通則法６５条１項、２項)とされているところ、法令は、「正当な理由」があると

認められる場合には、不納付加算税の徴収又は過少申告加算税の賦課をしないこととされてい

る（不納付加算税につき通則法６７条１項ただし書、過少申告加算税につき同法６５条４項）。

ここにいう「正当な理由」とは、不納付又は過少申告が真に納税者の責めに帰すことのできな

い客観的事情がある場合をいうのであり、納税者側の主観的な事情及び法の不知や誤解は含ま

れない。 

(2) 本件においては加算税を賦課すべきでない「正当な理由」が存しないこと 

ア 原告は、「正当な理由」として、「本件各金員の支払時における源泉徴収義務の存否の判

断の困難性」と「過去の調査における所轄税務署からの指導」を挙げる。 

イ しかし、平成１６年の税務調査における調査担当者は、本件各金員が給与所得に該当しな

いとの原告の取扱いを前提として、原告に対して本件講師等が適正な申告を行うようにする

ために協力を求めたにすぎない。また、原告は、平成１６年の税務調査以前から本件各金員

が給与所得に該当しないとする自らの法令解釈に基づき源泉徴収を行っていなかったもの

であり、本件各処分に係る調査において、調査担当者から本件各金員に源泉徴収義務がある

との指導があった後も納付すべき税額を納付せず、その指導にも従っておらず、本件各金員

が給与所得であることに納得せずに、自らの法令解釈の正当性を主張しているのであるから、

原告において「指導等を信頼し源泉徴収しなかった」などとは到底評価できず、原告の源泉

所得税の不納付及び消費税等の過少申告が真に納税者の責めに帰すことができない客観的

事情がある場合には該当しない。 

ウ この点、原告は、平成１６年の税務調査において調査担当者の誤指導があったため、本件

各金員の支払についても、その法的性質が給与に該当しないものと信じ、源泉徴収を行わず、

消費税の課税仕入れに該当するものとして処理したものであり、原告が、税務調査において、

適法な指導を受けていれば、本件各処分を受けることもなかった旨主張する。 

しかしながら、原告は、平成１６年の税務調査がある以前から、誤った法令解釈により、

本件各金員が所得税法２８条１項所定の給与等に該当しないとして源泉徴収を行わず、また、

消費税法上の課税仕入れとしていたにすぎず、課税当局の指導に従いそのように取り扱って

いたわけではない。また、原告主張の誤指導があったことを立証する証拠は、原告の取締役

であるＫが、「講師の方の確定申告を促進するよう何かやってくれないかという指導」を受

けたとする証言だけであるところ、それは、既に述べたように、原告の従前の取扱いを前提

として、本件講師等の適正申告に関して協力を求めたにすぎず、誤指導と評価されるような

事実は存しない。 

確かに、平成１６年の税務調査において、本件各処分が行われた当時と同様の状況であれ

ば、本件各処分と同様の処分がなされてしかるべきである。しかし、税務調査は、調査時点



43 

の状況及び情報に基づき調査官が問題とした点を中心に内容の検討を行うものであり、前回

の調査において何らの指摘がなかったからといっても、それは当該調査を受けた納税者の税

務申告等について、今後何らかの処分を行わないことの確約を与えるものではなく、ある事

項について是正すべきとの指摘を行わないことが、直ちにその事項についての承認を示した

ことを意味することにはならない。 

本件各処分は、それらに係る税務調査において、当該調査時点での状況や情報を収集、聴

取し、それに対し法令にのっとった判断を加えた結果、本件各金員について源泉徴収がなさ

れていないことが判明したのであるから、法令の定める期間、法令の定める方法により本件

各処分を行うことは法令の求めるところである。このような観点からしても、平成１６年の

税務調査において誤指導があったと評価することはできない。 

以  上 
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別表Ａ 本件各更正処分等の経緯 

第１表　平成１７年８月課税期間の消費税等に関する経緯 （単位：円）

区　   分 年 月 日 課税標準額 控除税額
納付すべき
消費税額

納付すべき
地方消費税額

納付すべき
消費税等の額

過少申告
加算税の額

確 定 申 告 17･10･28 501,987,000 12,924,214 7,155,200 1,788,800 8,944,000 －

更 正 の 請 求 17･11･29 501,333,000 13,256,090 6,797,200 1,715,600 8,512,800 －

当初更正処分 18･2･28 501,333,000 13,256,090 6,797,200 1,715,600 8,512,800 －

更 正 処 分 20･6･30 501,333,000 4,733,799 15,319,500 3,846,200 19,165,700 1,150,000

異 議 申 立 て 20･8･29 501,333,000 13,256,090 6,797,200 1,715,600 8,512,800 0

異 議 決 定 20･11･27

審 査 請 求 20･12･25 501,333,000 13,256,090 6,797,200 1,715,600 8,512,800 0

同 上 裁 決 21･12･15

第２表　平成１８年８月課税期間の消費税等に関する経緯 （単位：円）

区　   分 年 月 日 課税標準額 控除税額
納付すべき

消費税額

納付すべき

地方消費税額

納付すべき

消費税等の額

過少申告

加算税の額

確 定 申 告 18･10･31 558,186,000 15,979,565 6,347,800 1,586,900 7,934,700 －

更 正 の 請 求 18･11･29 549,020,000 15,979,565 5,981,200 1,495,300 7,476,500 －

当初更正処分 19･1･31 549,020,000 15,979,565 5,981,200 1,495,300 7,476,500 －

更 正 処 分 20･6･30 549,020,000 4,895,162 17,065,600 4,266,400 21,332,000 1,681,000

異 議 申 立 て 20･8･29 549,020,000 15,979,565 5,981,200 1,495,300 7,476,500 0

異 議 決 定 20･11･27

審 査 請 求 20･12･25 549,020,000 15,979,565 5,981,200 1,495,300 7,476,500 0

同 上 裁 決 21･12･15

第３表　平成１９年８月課税期間の消費税等に関する経緯 （単位：円）

区　   分 年 月 日 課税標準額 控除税額
納付すべき

消費税額

納付すべき

地方消費税額

納付すべき

消費税等の額

過少申告

加算税の額

確 定 申 告 19･10･31 526,219,000 14,719,645 6,329,100 1,582,200 7,911,300 －

更 正 処 分 20･6･30 526,219,000 4,562,618 16,486,100 4,121,500 20,607,600 1,508,000

異 議 申 立 て 20･8･29 526,219,000 14,719,645 6,329,100 1,582,200 7,911,300 0

異 議 決 定 20･11･27

審 査 請 求 20･12･25 526,219,000 14,719,645 6,329,100 1,582,200 7,911,300 0

同 上 裁 決 21･12･15 526,219,000 4,580,607 16,468,100 4,117,000 20,585,100 1,505,000

棄　　　　　　　　　　　　　　却

棄　　　　　　　　　　　　　　却

棄　　　　　　　　　　　　　　却

棄　　　　　　　　　　　　　　却

棄　　　　　　　　　　　　　　却
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別表Ｂ 本件各納税告知処分等の経緯 

（単位：円） 

年 月 日 区  分 年 月 日 納付すべき税額 不納付加算税の額 

 
納税告知処分等（注） 20･6･30 69,370,749 6,914,000 

平成15年10月分 異 議 申 立 て 20･8･29 0 0 

～
 異 議 決 定 （ 注 ） 20･11･27 68,290,496 6,806,000 

平成19年10月分 審  査  請  求 20･12･25 0 0 

 
同 上 裁 決 （ 注 ） 21･12･15 68,029,318 6,777,000 

  （注）納税告知処分等、異議決定及び審査裁決の内容は、別表Ｃのとおりである。 
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別表Ｃ 省略 

  



47 

別表１ 被告が本件において主張する納付すべき源泉所得税額等の内訳 

（単位：円）

(1)課税対象額 (2)納付すべき税額 (3)不納付加算税の額 (4)納付すべき税額 (5)不納付加算税の額

平成15年10月分 11,024,075 656,025 65,000 656,025 65,000

平成15年11月分 14,729,977 958,297 95,000 958,297 95,000

平成15年12月分 17,006,668 1,128,304 112,000 1,128,304 112,000

平成16年１月分 19,585,890 1,449,990 144,000 1,449,990 144,000

平成16年２月分 20,285,026 1,512,920 151,000 1,512,920 151,000

平成16年３月分 12,680,758 729,727 72,000 728,211 72,000

平成16年４月分 11,919,347 727,627 72,000 727,627 72,000

平成16年５月分 12,895,829 830,399 82,000 829,453 82,000

平成16年６月分 13,288,346 880,278 87,000 879,383 87,000

平成16年７月分 14,427,030 984,167 98,000 984,167 98,000

平成16年８月分 16,810,420 1,217,861 121,000 1,216,705 121,000

平成16年９月分 20,492,094 1,708,482 170,000 1,702,884 170,000

平成16年10月分 16,812,517 1,254,994 125,000 1,254,393 125,000

平成16年11月分 19,295,987 1,524,857 152,000 1,523,917 152,000

平成16年12月分 20,964,644 1,711,609 170,000 1,709,058 170,000

平成17年１月分 24,526,924 2,105,142 208,000 2,085,455 208,000

平成17年２月分 25,309,493 2,624,539 225,000 2,254,139 225,000

平成17年３月分 13,245,449 769,459 76,000 769,459 76,000

平成17年４月分 14,565,215 892,213 88,000 884,480 88,000

平成17年５月分 15,456,696 977,183 97,000 977,183 97,000

平成17年６月分 14,924,589 935,895 93,000 935,895 93,000

平成17年７月分 17,650,178 1,106,546 110,000 1,106,546 110,000

平成17年８月分 20,544,259 1,340,186 133,000 1,338,286 133,000

平成17年９月分 22,154,693 1,552,216 155,000 1,552,216 155,000

平成17年10月分 18,771,413 1,263,154 126,000 1,262,579 126,000

平成17年11月分 21,629,666 1,501,509 150,000 1,501,509 150,000

平成17年12月分 24,175,573 1,604,430 160,000 1,604,430 160,000

平成18年１月分 30,975,070 2,426,682 242,000 2,423,461 242,000

平成18年２月分 27,551,484 2,314,295 230,000 2,308,250 230,000

平成18年３月分 18,464,404 1,223,903 122,000 1,223,903 122,000

平成18年４月分 21,070,889 1,547,785 154,000 1,547,785 154,000

平成18年５月分 21,258,461 1,545,586 153,000 1,531,893 153,000

平成18年６月分 22,363,068 1,654,352 165,000 1,654,192 165,000

平成18年７月分 24,998,983 1,842,254 184,000 1,842,254 184,000

平成18年８月分 25,436,855 2,062,055 206,000 2,062,055 206,000

平成18年９月分 21,601,776 1,990,277 198,000 1,983,592 198,000

平成18年10月分 25,813,610 2,084,743 102,000 1,023,930 102,000

平成18年11月分 22,206,670 1,674,741 167,000 1,674,741 167,000

平成18年12月分 23,414,128 1,786,275 178,000 1,786,275 178,000

平成19年１月分 25,809,687 1,669,315 166,000 1,669,315 166,000

平成19年２月分 27,624,668 1,842,756 184,000 1,840,756 184,000

平成19年３月分 21,304,198 1,096,396 109,000 1,096,396 109,000

平成19年４月分 15,953,922 865,456 86,000 862,928 86,000

平成19年５月分 16,562,352 1,073,133 107,000 1,070,263 107,000

平成19年６月分 17,868,913 1,040,325 104,000 1,040,325 104,000

平成19年７月分 18,872,562 1,237,111 123,000 1,237,111 123,000

平成19年８月分 20,991,336 1,358,722 135,000 1,358,572 135,000

平成19年９月分 25,159,341 1,914,340 191,000 1,914,268 191,000

平成19年10月分 18,281,110 1,343,542 134,000 1,343,542 134,000

合　　　　　　　計 968,756,243 69,542,053 6,777,000 68,029,318 6,777,000

年 月 日
本訴において主張する額 本件各納税告知処分処分等
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別表２ 被告が本件において主張する消費税等額及び過少申告加算加算税額の内訳 

（単位：円） 

課税期間 

 

区 分 

(1)平成17年8月 

課税期間 

(2)平成18年8月 

課税期間 

(3)平成19年8月 

課税期間 

消

費

税 

課  税  標  準  額 ① 501,333,000 549,020,000 526,219,000 

消   費   税   額 ② 20,053,320 21,960,800 21,048,760 

控

除

税

額 

控 除 対 象 仕 入 税 額 ③ 4,455,598 4,883,257 4,554,838 

貸 倒 れ に 係 る 税 額 ④ 233,634 0 25,769 

控 除 税 額 小 計 

（③＋④） 
⑤ 4,689,232 4,883,257 4,580,607 

差   引   税   額 

（②－⑤） 
⑥ 15,364,000 17,077,500 16,468,100 

地

方

消

費

税 

地方消費税の課税標準となる 

消   費   税   額 
⑦ 15,429,400 17,077,500 16,468,100 

譲   渡   割   額 ⑧ 3,857,300 4,269,300 4,117,000 

納付すべき過少申告加算税 ⑨ 1,150,000 1,681,000 1,505,000 

 

 

別表３ 本件各更正処分等の内訳 

（単位：円） 

 

課税期間 

区 分 

(1)平成17年8月課税期

間更正処分及び平成 17

年 8月課税期間賦課決

定処分 

(2)平成18年8月課税期

間更正処分及び平成 18

年 8月課税期間賦課決

定処分 

(3)平成19年8月課税期

間更正処分及び平成 19

年 8月課税期間賦課決

定処分 

納 付 す べ き 消 費 税 額 ① 15,319,500 17,065,600 16,468,100 

納 付 す べ き 地 方 消 費 税 額 ② 3,846,200 4,266,400 4,117,000 

納付すべき過少申告加算税額 ③ 1,150,000 1,681,000 1,505,000 
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別表４ 課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）及び控除対象仕入税額 

（単位：円） 

課税期間 

 

区 分 

(1)平成17年8月 

課税期間 
(2)平成18年8月 

課税期間 
(3)平成19年8月 

課税期間 

申告（又は当初更正処分）の額 ① 341,839,471 419,463,589 385,714,260 

本 件  各 金 員 の 額 ② 224,880,010 291,278,068 266,149,750 

課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） 

（①－②） 
③ 116,959,461 128,185,521 119,564,510 

控 除 対 象 仕 入 税 額 

（③×４÷１０５） 
④ 4,455,598 4,883,257 4,554,838 

 




